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第８１号議案平成２６年度大分県病院事業会計決算の認定について、第８２号議案

平成２６年度大分県電気事業会計利益の処分及び決算の認定について、第８３号議案

平成２６年度大分県工業用水道事業会計利益及び資本剰余金の処分並びに決算の認定

について、第９４号議案平成２６年度大分県一般会計歳入歳出決算の認定について及

び第１０５号議案平成２６年度大分県用品調達特別会計歳入歳出決算の認定につい

て、審査を行った。

詳細については、別紙「会議の概要及び結果」のとおり。

９ その他必要な事項

な し
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決算特別委員会次第

日時：平成２７年１０月１６日（金）１０：００～

場所：本会議場

１ 開 会

２ 企業局決算審査

（１）決算説明

（２）決算審査説明（代表監査委員）

（３）質疑・応答

（４）内部協議

３ 病院局決算審査

（１）決算説明

（２）決算審査説明（代表監査委員）

（３）質疑・応答

（４）内部協議

４ 一般会計及び特別会計決算審査

（１）決算概要説明（会計管理者）

（２）決算審査説明（代表監査委員）

（３）質疑・応答

５ 部局別決算審査

（１）会計管理局

①決算審査

②質疑・応答

６ 内部協議（上記４及び５に係るもの）

７ その他

８ 閉 会
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別 紙

会議の概要及び結果

末宗委員長 ただいまから、決算特別委員会を開きます。

第２回定例会及び第３回定例会において付託を受け、継続審査となっております第８１

号議案から第８３号議案まで及び第９４号議案から第１０５号議案までの１５件の決算議

案の認定について、本日から審査を行います。

審査に先立ちまして、決算審査の方針等について申し上げます。

去る７月２３日の委員会におきまして、本委員会の運営要領を決定していただきました。

決算審査の方針といたしまして、１計数の確認、２収支の正否、３財産管理の適否、４

行政効果、５必要な改善措置、となっております。

具体的な審査につきましては、先日の委員会の席上でお配りした決算審査のしおりを参

考にしてください。

審査は、さきに決定いたしました日程により行います。

次に、前年度の審査報告書に対する措置結果についてですが、各部局審査の際に該当部

局から説明がありますので、措置結果に対する質疑は各部局審査の質疑とあわせてお願い

します。

また、各部局の審査終了の都度、審査における質疑等をもとに審査報告書の検討を行い

ます。

各委員におかれましては、運営要領に従い、円滑な委員会運営にご協力をお願いします。

それでは、この際、付託された議案を一括議題とし、これより審査に入ります。

本日の審査は、企業局、病院局、会計管理者及び会計管理局関係であります。

これより企業局関係の審査に入ります。

執行部の説明は、要請した時間の範囲内となるよう要点を簡潔・明瞭にお願いします。

それでは、企業局長及び関係者の説明を求めます。

日髙企業局長 企業局長の日髙でございます。委員の皆様方には、日頃から電気事業、工

業用水道事業の運営に、格別のご理解ご支援をいただき厚く御礼申し上げます。

本日は、両事業の平成２６年度決算等についてご審議いただきますが、よろしくお願い

いたします。

最初に、私のほうから、企業局の経営概況についてご説明させていただきます。

それでは、お手元の資料の１ページをごらんください。

初めに電気事業でございます。

企業局では、大野川発電所を初め１２の水力発電所及び松岡太陽光発電所で発電した電

力を九州電力に供給しております。

１の発電電力量の推移でございますが、平成２６年度の水力発電の売電実績電力量は、

赤の折れ線グラフの１番右端、約２億７，２００万キロワットアワーで、目標供給電力量

に対し１０８．２％、前年度実績に対しては１３２．７％、その差は約６，７００万キロ

ワットアワーの増となっております。

これは、２６年度は降水量に恵まれ、効率的な貯水・発電ができたこと、前年度２５年
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度は降水量が少なかったこと、また、オーバーホール工事で停止していた芹川第一、第二、

鳴子川の３発電所が再稼働したことによるものでございます。

その下に緑線で示しているのが太陽光発電でございます。２６年度の売電実績電力量は

約１５９万８千キロワットアワーで、前年度実績に対し１２７．６％、約３４万６千キロ

ワットアワーの増となっております。これは２５年度が７月からの稼働のため、９カ月分

であることによるものでございます。

次に２の電力料金の収入の推移です。

平成２６年度の水力発電の電力料金収入は約２０億５，１００万円で、前年度に対し１

０５．７％、約１億１，１００万円の増となっております。

１の売電実績電力量の伸びほど電力料金収入は伸びておりませんが、これは、水力発電

は降水量等の影響を受けやすいわけですが、それでは安定した経営を維持しにくいので、

定額の基本料金と従量料金の２部制を採用して安定した収入の確保に努めているためでご

ざいます。

ちなみに、これ以外に、太陽光発電の電力料金収入が、平成２６年度は約６，４００万

円ございました。

３の単価の推移でございます。水力発電の電力料金単価については、九州電力と２年ご

とに契約変更しており、平成２６年度と２７年度の平均単価は、１キロワットアワー当た

り８円０７銭となっております。

４のグラフは純利益の推移でございます。平成２６年度の純利益は約２億９，２００万

円で、前年度に比べ約９百万円の増となっており、経営は順調に推移しているものと考え

ております。

続きまして、工業用水道事業についてご説明いたします。

資料の裏面２ページをごらんください。

工業用水道事業では、大野川から取水した水を大分市下判田と大津留にある２カ所の浄

水場で浄化し、大分市内の各企業に工業用水として供給しております。

上段の１のグラフをごらんください。

一番上の青い折れ線は、各企業との１日当たりの総契約水量の推移を表したもので、平

成２６年度は、前年度と同じ日量約５５万５千トンでスタートしましたが、契約水量の増

量があり、７月以降は約５５万６千トンとなりました。

これに対し、１番下の赤い折れ線は実際に各企業に供給した１日当たりの総実績給水量

の推移をあらわしたものでございます。２６年度の実績給水量は日量約４４万２千トンで、

契約水量に対する給水率７９．６パーセントとなっております。

水道料金は、安定した経営ができるよう責任水量制を採用しており、実使用料が契約水

量を下回っても、契約水量による料金を支払っていただくようになっております。これは、

事業開始時に企業の要望によって設備規模を決定しているためでございます。

資料の中ほどの四角の中をごらんください。

現在４１の事業所に給水しており、契約水量の多い事業所は、新日鐵住金２３万トン、

鶴崎共同動力１１万トン、王子マテリア６万トン、住友化学が５万４，３００トンで、こ

の上位４社で全契約水量の約８割を占めております。

１番下、２の純利益の推移でございます。
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平成２６年度の純利益は約５億９，８００万円で、前年度に比べ約２億２，７００万円

の増となっております。これは、会計基準の見直しで修繕引き当ての基準が厳格化され、

引当金を計上しなかったことで、費用が大きく減少したことが主な理由でございます。

工業用水道事業については先ほどご説明いたしましたとおり、責任水量制を採用してい

ることで営業収益は安定しており、良好な経営が維持できているものと考えております。

以上で、企業局の経営概況の説明を終わります。

のちほど、総務課長から決算等の詳細について説明いたしますので、ご審議のほど、よ

ろしくお願い申し上げます。

続きまして、「平成２６年度行政監査、包括外部監査結果の概要」につきましてご説明

申し上げます。

お手元の資料、「平成２６年度行政監査、包括外部監査結果の概要」でございますが、

企業局は昨年度の行政監査について対象となっていませんでしたので、包括外部監査につ

いてご説明させていただきます。

それでは、２ページをお開き願います。包括外部監査結果の概要でございます。

平成２６年度の包括外部監査では、「委託契約に係る財務事務の執行について」をテー

マとして、４監査の着眼点にありますように、県全体や所管各部局における委託契約管理

が適正に行われているか等の視点で、５０件の監査結果及び１４７件の意見をいただいて

います。

それでは、監査結果等のうち、企業局に関する項目についてご説明いたします。

資料の８ページをお開きください。まず、監査結果について主なものを説明いたします。

３つ目の積算書の評価体制についてですが、これは、企業局内には、知事部局のように

ＩＴに知見がある職員がおらず、ＩＴ調達の見積もりの積算結果の妥当性について評価で

きる体制が整備されていない、というものです。このため、例えば、知事部局に支援を依

頼するなどして適切に積算結果を評価できる体制を整備する必要があるなどの監査結果を

いただいています。

続きまして、２６ページをお開きください。意見の内容について主なものをご説明いた

します。

１つ目の対応マニュアルの整備とモニタリングやマネジメントの活用についてです。

これは、北川ダムにおける魚類のへい死を受け、事故対応マニュアルの整備やダム湖内

の酸素濃度のモニタリングなどの対応を行うこととしたことに関し、実効性の担保のため、

定期的かつ継続的なモニタリングを実施することで、ノウハウを醸成していくとともに、

ほかのダムにおけるモニタリングやマネジメントにも活用、または応用していくことが望

ましい、という意見をいただいたものです。

２つ目、３つ目の反社会勢力の確認についてですが、これは、一般競争入札や委託契約

の中で、反社会勢力に該当しないかの検討が事前になされていない事例が見受けられた、

との意見をいただいたものです。

以上で「平成２６年度行政監査、包括外部監査結果の概要」の説明を終わらせていただ

きます。

有瀬総務課長 第８２号議案平成２６年度大分県電気事業会計利益の処分及び決算の認定、

並びに第８３号議案平成２６年度大分県工業用水道事業会計利益及び資本剰余金の処分並
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びに決算の認定につきまして、お手元に配付の平成２６年度大分県公営企業会計決算書に

よりまして、説明させていただきます。

初めに、電気事業会計についてご説明します。決算書の１ページをお開きください。

電気事業の概況ですが、平成２６年度の発電状況などの総括事項等を記載しております。

続いて２ページには職員数や給与状況などの職員に関する事項、３ページは電力料金等に

係る契約事項を、次に４ページから７ページまでは工事、委託の発注状況などを記載して

おりますが、時間の関係から説明は省略させていただきます。

次に８ページをお開きください。３の業務でございます。

１番上、（１）の業務量でございます。電気事業では、１２の水力発電所で発電した電

力を九州電力に供給しております。表の下から２段目、水力発電所合計ですが、平成２６

年度は目標供給電力量に対しまして、売電実績は１０８．２％と大きく伸びております。

これは、昨年度は年間降水量、雨が平年に比べて多かったことによるものでございます。

また、表の１番下、松岡太陽光発電所は約１６０万キロワットアワーの売電実績となっ

ています。

次に、（２）事業収入に関する事項をごらんください。前年度と比べて大きく増減した

主な科目についてご説明させていただきます。

当年度欄の１番上の営業収益は、２１億３，５０２万円余りとなり、前年度に比べて、

１億２，４５２万円余りの増となっております。これは、ただ今ご説明しましたように、

２６年度は雨が多かったこともありますが、前年度の２５年度は、逆に雨が少なかったこ

とや３つの発電所がオーバーホール工事などで発電がとまっていたため、発電が少なかっ

たことによるものであります。

次に、表の中ほど、財務収益は６，８２２万円余りで、前年度に比べて２，５１９万円

余りの増となっております。これは、２６年度決算から、２６から２７年の年度をまたが

る利息計算においては、２６年度の期間に係る利息については２６年度の収益に計上する

ように変更したことによるものであります。

次に、事業外収益の長期前受金戻入は、純増となっております。

これは、平成２６年度の予算、決算から適用となる地方公営企業会計制度の見直しとし

て、補助金や工事負担金などを充当して取得した償却資産については、これまで充当部分

については減価償却をしなくてもよいとする、みなし償却制度が廃止されました。これに

伴い、今後は補助金や工事費負担金などの充当部分も減価償却するかわりに、同額を長期

前受金戻入という、新会計基準により現金収入を伴わない収益を計上するようになったこ

とによるものでございます。

その下の雑収益は３，４０２万円余りの減となっておりますが、これは前年度に渇水準

備引当金の全額取り崩しを行ったことによるものでございます。

以上により、当年度の事業収入合計は２２億４，６１７万円余りとなり、前年度に比べ、

１億２，５１５万円余りの増となっております。

次に支出であります。（３）事業費に関する事項をごらんください。

１番上の営業費用は１８億２，２４８万円余りで、前年度に比べて９，８２６万円余り

の増となっております。

主なところを見ていただきますと、職員給与費が５億８，５７６万円余りで、給与の特
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例減額措置の終了などにより３，５４８万円余りの増となっております。また、修繕費が

４億６１９万円余りで、発電所のオーバーホール工事のための引当金計上などにより６，

４８９万円余りの増となっております。

３つ飛ばして減価償却費の１，８６８万円余りの増は、資産の新規取得に加え、収入の

ところでご説明したように、補助金等が充当されている償却資産については、新会計基準

によるみなし償却制度の廃止により、補助金等により取得した償却資産の全額を減価償却

するようになったことによるものでございます。

その下、財務費用は８，８１８万円余りで、前年度に比べ１，６２１万円余りの減とな

っておりますが、これは、企業債の支払利息で、元金返済の進捗に合わせて利息が経年減

少したものでございます。

その２つ下、特別損失３，４４６万円余りでございますが、これは会計制度の見直しに

よりまして、２６年６月に支給したボーナスのうち、その対象期間の過年度２５年１２月

から２６年３月に係る分につきましては、過年度損益修正損として計上したものでござい

ます。

以上により、当年度の支出である事業費合計は１９億５，４４９万円余りとなり、前年

度に比べ１億１，６１１万円余りの増となっております。

この結果、１番下の表、差引収支の欄にございますように、平成２６年度の電気事業の

純利益は２億９，１６７万円余りとなり、前年度に比べ９０３万円余りの増となりました。

次に、１４ページをお開きください。ただ今ご説明した収益・費用の状況を損益計算書

の形にしたものでございます。

１の営業収益は（１）の電力料などで、真ん中の列の１番上、２１億３，５０２万円余

りとなっております。２の営業費用は（１）の水力発電費や一般管理費など１８億２，２

４８万円余りで、主なものは職員給与費や修繕費、減価償却費等であります。

１の営業収益から２の営業費用を差し引いた営業利益は、１番右列の中ほどで、３億１，

２５３万円余りとなっております。

このほか、３の財務収益と４の事業外収益から５の財務費用と６の事業外費用を差し引

いた収支は１，３６０万円余りで、営業利益にこの額を足した経常利益は３億２，６１４

万円余りとなります。

この経常利益から、７の特別損失、（１）の過年度損益修正損３，４４６万円余りを差

し引いた金額、２億９，１６７万円余りが当年度の純利益となります。

また、下から２番目にその他未処分利益剰余金変動額として３億８，０７６万円余りを

計上しておりますが、こちらも２６年度からの会計制度の見直しに伴い新たに追加された

ものです。以前は、利益剰余金である減債積立金や建設改良積立金を使用して、企業債の

償還や建設改良を行った場合などに、その使用した額に相当する額を直接、資本金に組み

入れる組入資本金制度がこれまで認められておりました。しかし、平成２６年度からこの

制度が廃止されたため、使用した額に相当する額は、その他未処分利益剰余金変動額とし

て、純利益とともに当年度未処分利益剰余金となるものでございます。当年度純利益と合

わせまして６億７，２４３万円余りとなります。

次に、１８ページをお開き願います。当年度未処分利益剰余金の処分についてご説明い

たします。
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平成２６年度大分県電気事業剰余金処分計算書（案）でございます。表の１番右の列、

未処分利益剰余金につきましては、１番上に記載の当年度末残高６億７，２４３万円余り

のうち、当年度純利益に相当する２億９，１６７万円余りにつきましては、企業債の償還

のため減債積立金に積み立て、また、積立金を使用した分に相当するその他未処分利益剰

余金変動額３億８，０７６万円余りにつきましては、これまでと同様に資本金に組み入れ

たいと思います。

最後に、２０ページから２１ページをお開き願います。こちらが貸借対照表でございま

す。

先ほどより、平成２６年度から会計制度が見直されたと申し上げておりますが、この貸

借対照表につきましても制度見直しの中で、科目等が変更になった点がございますのでご

説明させていただきます。

変わったのは、主に右側の負債の部や資本の部でございます。

まず、負債の部の３固定負債及び４流動負債の（１）に、それぞれ借入金である企業債

を計上しておりますが、これらはこれまで、下の資本の部の６資本金に借入資本金として

整理されていたものでございますが、新会計基準の適用により負債に整理することになり、

１年以内に償還する分を流動負債、それ以外のものを固定負債に分けて計上しております。

また、５繰延収益でございますが、先ほど収入のところでもご説明しましたとおり、新

会計基準の適用により、２６年度からのみなし償却制度の廃止により、これまで減価償却

をしていなかった補助金等の充当された償却資産についても、全額を減価償却するように

なりました。これに伴い、従来、資本の部の７剰余金の（１）資本剰余金に整理されてい

た補助金等や工事費負担金などのうち、償却資産に係る分につきましては、こちらの繰延

収益の長期前受金に計上した上で、補助金等に係る減価償却相当額を長期前受金戻入とい

う形で収益化していくようになったものでございます。

以上によりまして、右側の表の中央、負債合計は４２億９，７９４万円余りとなってお

り、下から２番目、資本合計は１４６億５，３７９万円余りとなっております。また、各

ページの１番下にあるとおり、資産合計及び負債資本合計は１８９億５，１７３万円余り

となっております。以上で、電気事業会計の説明を終わります。

引き続きまして、工業用水道事業会計についてご説明いたします。この決算書の５２ペ

ージをお開きください。

工業用水道事業は、大野川の白滝橋取水口から取水した水を大分市の下判田と大津留に

あります２カ所の浄水場で浄化し、１日に最大で５６万４千トンを大分地区臨海工業地帯

に立地する企業４１社に供給する事業でございます。

（２）事業収入に関する事項でございます。

営業収益のうち給水収益は、決算額が１９億９，８２８万円余りとなり、前年度に比べ

て７６万円余りの増となっております。これは年度途中に、一部の企業さんで契約給水量

が増加したことによるものでございます。

その下、営業外収益は３億３，３７０万円余りとなり、前年度に比べ２億７，８４９万

円余りの増となっておりますが、電気事業でご説明いたしましたとおり、平成２６年度か

らのみなし償却制度の廃止により、新会計基準の適用で、現金収入を伴わない収益である

長期前受金戻入が新たに追加されたためでございます。工業用水道事業は、電気事業と比
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べ、国からの補助金やユーザー企業からの工事負担金等を多く受け入れておりますので、

このような額になっております。

以上により、事業収入合計は２３億４，１５３万円余りとなり、前年度に比べ２億７，

９４５万円余りの増となっております。

次に、支出であります（３）事業費に関する事項でございます。

営業費用は１６億２，２２７万円余りで、前年度と比べて４，１８９万円余りの増とな

っております。主なものを見ますと、職員給与費の３，３８２万円余りの増は、前年度実

施した給与の特例減額措置の終了等によるものです。次に、修繕費の２億８，３９９万円

余りの減は、会計基準の見直しにより修繕引当金の引当要件が厳格化されたことにより２

６年度は修繕引き当てを行わなかったことなどによるものでございます。

次に、動力費２，３６４万円余りの増は、大口電力料金の値上げ等による動力費の増加。

２つ飛ばして、減価償却費２億７，１５２万円余りの増は、主に２６年度から、償却資産

のうち補助金や工事費負担金充当部分も減価償却を行うようになったためでありまして、

収入の長期前受金戻入の増加とほぼ相殺の関係になっております。

営業外費用は１億５０万円余りで、１、０４２万円余りの減となっておりますが、これ

は主に企業債利息の経年減少によるものでございます。

特別損失は２，０６０万円余りで、電気事業と同様、会計制度の見直しに伴って、平成

２６年６月に支給したボーナスのうち、過年度分を過年度損益修正損として計上したもの

でございます。

これらにより、事業費合計は１７億４，３３８万円余りで、前年度に比べ５，２０７万

円余りの増となっております。

以上を差し引きしまして、平成２６年度の純利益は５億９，８１４万円余りで、前年度

に比べ２億２，７３８万円余りの増となっております。

次に、５８ページをお開きください。損益計算書についてご説明いたします。

１の営業収益は（１）給水収益がほとんどで、２０億７８３万円余りとなっております。

２の営業費用は１６億２，２２７万円余りで、（１）の原水及び浄水費は、大津留と判

田の２つの浄水場の取水口から浄水場までの経費と浄水に要する経費、（２）の配水及び

給水費は２つの浄水場の集水井以降に係る経費、（３）の総係費は本局の経費でございま

す。それぞれ主な内訳は、職員給与費、修繕費、動力費、薬品費、委託費などであります。

１営業収益から２営業費用を差し引いた営業利益は、１番右の列のように、３億８，５

５５万円余りとなっております。これから営業外収益と営業外費用を加減した経常利益は、

やはり右端の欄の上から３つ目、６億１，８７５万円余りとなり、さらに特別損失を差し

引いた当年度の純利益は下から３つ目、５億９，８１４万余りとなっております。

また、下から２番目のその他未処分利益剰余金変動額は、電気事業同様、新会計基準の

適用によりまして、２６年度からの組入資本金制度の廃止により追加された項目などでご

ざいまして、２６年度中に使用した減債積立金や建設改良積立金等に相当する額、６億８，

９４３万円余りでございます。上の段の当年度純利益と、このその他未処分利益剰余金変

動額を加えた１番下の当年度未処分利益剰余金は、１２億８，７５７万円余りとなってお

ります。

次に６２ページをお開き願います。
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平成２６年度大分県工業用水道事業剰余金処分計算書（案）についてでございます。

表の１番右の列、未処分利益剰余金につきましては、１番上の１２億８，７５７万円余

りのうち、企業債の償還のための減債積立金に３億５，７１７万円余りを、建設改良積立

金に１億４，０９６万円余りを、地域振興積立金に１億円をそれぞれ積み立てたいと考え

ております。これら３つの積立金への処分は、さきほどご説明した当年度純利益分でござ

います。

また、過去の積立金を使用した分であるその他未処分利益剰余金変動額に相当する６億

８，９４３万円余りについては、これまでどおり資本金に組み入れたいと考えております。

また、表の下から２番目でございますが、当年度未処分利益剰余金の処分とは別に、今

回の会計制度の見直しにあわせまして、今後の資本剰余金には、土地などの非償却資産に

充当されている補助金や受贈財産評価額、工事費負担金だけを整理することとし、既に除

却済みの資産に充当されていた額に相当する分につきましては、資本剰余金から未処分利

益剰余金へ振りかえたいと考えております。

最後に、６４ページから６５ページをお開きください。こちらが貸借対照表でございま

す。

企業債が資本金から負債に変わるなどの変更点は電気事業と同様でございますが、工業

用水道事業は補助金等の資本剰余金が多かったことから、その部分の変動が電気事業に比

べて大きくなっております。

具体的に申し上げますと、残存している償却資産に係る補助金等については、従来は６

５ページ下側、資本の部の７剰余金の（１）資本剰余金に計上されておりましたが、それ

が２６年度からは、上の負債の部の５の繰延収益に振りかわっておりまして、これが表右

端のとおり３９億１，０５６万円余りでございます。

また、先ほどご説明しました移行処理のとおり、償却資産と資本剰余金おのおのから、

取得時からの経過年数に対応する減価償却分をそれぞれ減額しましたので、６４ページ１

番下の資産合計及び６５ページ下の負債資本合計は２５６億９，２７８万円余りとなって

おります。

そして、これら、移行処理による減額や繰延収益への振りかえによりまして、６５ペー

ジ下側、資本の部の７剰余金の（１）資本剰余金は、約４億５，５６５万円余りとなって

おります。

以上で、平成２６年度電気事業会計及び工業用水道事業会計の決算に関する説明を終わ

らせていただきます。よろしくお願いします。

末宗委員長 次に、決算審査の結果について監査委員の説明を求めます。

米濱代表監査委員 平成２６年度大分県電気事業会計及び大分県工業用水道事業会計決算

に係る審査結果につきまして、監査委員を代表してご説明いたします。

お手元に配付の平成２６年度大分県公営企業会計決算審査意見書をごらんください。

表紙の次のページをお開きください。

この意見書は、地方公営企業法第３０条第２項の規定に基づき、本年６月１日に知事か

ら、平成２６年度大分県病院事業会計、大分県電気事業会計及び大分県工業用水道事業会

計決算について、監査委員の審査に付されましたので、その審査結果を取りまとめ、６月

２９日に知事に提出したものです。
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それでは、２枚おめくりいただき１ページをお開きください。

まず、第１審査の概要の３審査の手続をごらんください。

企業局所管の電気事業及び工業用水道事業の決算審査に当たっては、各事業が本来の目

的に沿い、経済性の発揮及び公共の福祉を増進するよう運営されているかという点に主眼

を置き、決算書類は、関係諸帳簿及び証拠書類と符合しているか等、こちらに記載の４点

について、関係職員の説明を求めるなどして慎重に審査をいたしました。

次に、第２審査の結果についてであります。

企業局所管の各事業会計決算書類は、事業の経営成績及び財政状態ともに適正に表示し

ており、かつ、出納取扱金融機関の預金残高証明書にも合致し、正確であると認められま

した。

次に、各事業ごとの審査の内容及び審査意見についてであります。

まず、大分県電気事業会計についてご説明いたします。１８ページをお開きください。

１８ページから２０ページにかけて事業の概要について、２１ページ及び２２ページに

予算及び決算の状況について、２３ページ及び２４ページに経営成績について、２５ペー

ジから２７ページにかけて財政状態について、それぞれ記載しておりますが、これらにつ

いての説明は割愛させていただきます。

２８ページをごらんください。審査意見についてです。

まず、１の経営成績及び財政状態ですが、平成２６年度における電気事業の経営成績は、

総収益２２億４，６１７万４８５円に対し、総費用は１９億５，４４９万８，４３６円で、

差し引き２億９，１６７万２，０４９円の純利益が生じており、これを前年度と比べます

と、９０３万１，０８３円増加しております。

これは、降水量に恵まれたことや、芹川発電所のオーバーホール工事の完了に伴って周

年を通じた発電が行われたことなどにより、営業収益の電力料が増加したことなどによる

ものです。

この項の下から３行目をごらんください。

大分県電気事業は安定した電力料収入に支えられ良好な経営を維持しており、財務の安

全性も保たれていることなどから、経営成績、財政状態ともにおおむね健全であると考え

られます。

次に、２の総合意見としましては、大分県企業局は、平成２９年度までの４年間を計画

期間とする第３期中期経営計画を策定して取り組みを進めており、平成２６年度の電気事

業は、発電所施設の補修補強工事やオーバーホールなどを行うとともに、大野川発電所に

ついてはリニューアルに向けた基礎的な調査を実施しています。

さらに、松岡太陽光発電所は順調に稼働しており、水力発電とともに環境に優しい再生

可能エネルギー発電が一層推進されています。

こうした中、今後とも耐用年数を超え老朽化が進む施設等への安全対策は、安定的な経

営の維持に不可欠ですので、優先順位などを適切に見きみわめ、計画的な資金の確保を図

りながら、耐震化も含めた長寿命化・更新等の取り組みを進めていく必要があります。

また、国が進める電力システム改革のもと、電力の卸料金規制が撤廃されることとなっ

ており、今年度中に行われる次期電力料金の契約更改等においては、長期的な観点からの

判断が必要とされます。
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こうした状況を踏まえ、大分県企業局第３期中期経営計画のもと、電気事業を取り巻く

環境の変化に柔軟かつ的確に対応し、直面する重要課題対策についての進捗管理や成果の

検証を行い、引き続き安定的な電力の供給を確保し、さらなる経営基盤の強化に努められ

るよう要請をいたしました。

以上で、大分県電気事業会計決算審査結果についての説明を終わります。

次に、大分県工業用水道事業会計についてご説明いたします。３１ページをお開きくだ

さい。

工業用水道事業会計につきましても、電気事業会計と同様に、３１ページから３３ペー

ジにかけて事業の概要について、３４ページ及び３５ページに予算及び決算の状況につい

て、３６ページ及び３７ページに経営成績について、３８ページから４０ページにかけて

財政状態について、それぞれ記載しておりますが、これらについての説明は割愛させてい

ただきます。

４１ページをごらんください。審査意見についてです。

まず、１の経営成績及び財政状態ですが、平成２６年度における工業用水道事業の経営

成績は、総収益２３億４，１５３万８４２円に対し、総費用は１７億４，３３８万７，７

４４円で、差し引き５億９，８１４万３，０９８円の純利益が生じており、これを前年度

と比べますと、２億２，７３８万２，１０７円増加しております。これは、主に修繕費の

減少によるものです。

この項の下から３行目をごらんください。

大分県工業用水道事業は良好な経営を維持しており、財務の安全性も保たれていること

から、経営成績、財政状態ともにおおむね健全であると考えられます。

次に、２の総合意見としましては、大分県企業局は第３期中期経営計画に取り組む中で、

２６年度の工業用水道事業において移動電源車設置改良工事や給水ネットワーク再構築事

業などの各種工事を順調に進めております。

こうした中、施設の長寿命化対策は継続的な事業運営に必要不可欠なものであり、施設

の改修や更新については多額の資金が必要となることから、費用の圧縮を図りながら計画

的に実施することが重要です。

加えて、給水ネットワーク再構築事業完成後は隧道等の劣化度合いが正確に把握できる

ようになることから、想定を超える重大な改修等に伴う、新たな資金需要の発生にも備え

る必要があります。

また、近年の異常気象による豪雨によって濁水が発生する事例も認められることから、

より良質な工業用水の供給を維持するため、緊急事態に迅速に対応できる組織的な危機管

理体制を充実させるとともに、薬品の注入設備や監視制御システムの能力向上を図ること

が求められています。

こうした状況を踏まえ、今後とも工業用水の一層の安定供給を確保していくため、健全

で良好な運営を持続できるよう第３期中期経営計画を着実に実行し、さらなる経営基盤の

強化に努めらるよう、要請をいたしました。

以上で、大分県工業用水道事業会計決算審査結果についての説明を終わります。

末宗委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入りますが、本日以降の本委員会での質疑の順序について確認をさせて
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いただきます。

まず最初に、事前通告をされた委員、次に事前通告なしの委員、最後に事前通告をされ

た委員外議員の順に質疑を行います。

事前通告なしの委員外議員については、進行状況等を勘案しながら質疑を行いますので、

あらかじめご了解願います。

発言は挙手し、私から指名を受けた後、起立しマイクを立てて行ってください。

また、質疑は付託された決算議案に対する質疑にとどめるとともに、説明資料における

ページ及び事業名等を明らかにしてください。

質疑時間は、１人おおむね５分以内となっておりますので、長時間にわたらないよう、

要点を簡潔にお願いします。

執行部の皆さんに申し上げます。

答弁は挙手し、私から指名を受けた後、自席で起立の上マイクを使用し、簡潔・明瞭に

答弁願います。

事前通告が１名の委員から出されていますので、まず事前通告のあった委員の質疑から

始めます。

堤委員 まず、新会計基準に基づいて決算をしておりますけれども、この新基準の最大の

利点、デメリットがあれば教えてください。

あと、電気事業ですけれども、電気料金の問題で、先ほど数字で見ると若干下がりぎみ

にあるんですけれども、ここ数年での九電との料金交渉はどうであったのかということと、

あと電気量料金のこの１円というのは、これも交渉の対象になるのかどうかということ。

先ほど代表監査委員のほうからお話があった平成２８年度以降の電気料金の自由化の問題。

これに対して具体的に、企業局として対策を講じておられるのかどうかという点。

もう１つは、工水の関係ですけれども、内部留保についてさまざまな意見等がこれまで

もありましたけれども、確かにジグザグはありますけれども、赤字には転落しないという

推計が出されております。１億円の企業立地の促進、基金の積み立て、繰り出しを毎年行

っていますけれども、県政貢献というのであれば、この企業立地への資金出動だけではな

くて、一般施策でも使えるような資金をプラスして出せないのかどうか、その検討ができ

ないのかどうかということを伺います。

委員長、発言通告はないんだけれども、局長の説明で１個確認したいのがあるんだけど、

いいですか。

末宗委員長 はい、どうぞ。

堤委員 先ほど、局長が包括外部監査結果の意見で、２６ページの反社会勢力の確認につ

いてという説明がありました。結局これは、一般競争入札でその勢力が入っていたという

ことなのか、それとも入っていなかったのかというのが分からなかったので、再度そこに

ついてお伺いをいたします。

以上。

有瀬総務課長 新会計基準の最大の目的はということでございますけれども、これから人

口減少社会、インフラの更新、縮小時代へと時代が転換する時代の中で、経営革新や経営

判断に必要な損益の認識、資産、負債の把握等をより一層、今まで以上に正確に行うこと

が求められているということと、昭和４１年以来大きな改正がなされていなかった地方公



- 12 -

営企業会計制度と、今、順次見直されております民間の企業会計制度の整合性を図り、そ

の比較分析を容易にするということで、総務省のほうで平成２３年度に改正されまして、

２６年度からの予算、決算からの適用となったものでございます。

それから、電気料金がここ数年減少傾向で、九電との料金交渉はどうなっているのかと

いうことでございます。

企業局の電気料金は、電気事業を運営するに当たってのいろんな経費がございます。そ

のさまざまな経費を見込んで、それに利益をプラスして、いわゆる総括原価方式で九電と

の契約を決定しております。先ほど、局長が説明書の１ページで説明しました電気料金単

価は、料金交渉により決定した総括原価という金額を年間の目標供給電力量で割ったもの

でございます。

例えば、今現在、総括原価で契約している金額は２０億２，９９９万円余りとなってお

ります。これが、九電との料金交渉で契約した金額でございます。これを、前回の２４年

度、２５年度は１９億８，０３０万円余りでございました。ですから、総括原価としては

２．５％のプラスの増額となっております。それを目標供給電力量で割ったもので、結果

的には安くなっているということでございます。

目標供給電力といいますのは、過去３０年間の発電の実績を平均したものでございまし

て、それがふえたり減ったりということで上下しますので、それによって、結果的に単価

が落ちたり上がったりということがございます。

それから、１円の交渉ということでございますけれども、水力発電は雨などの天候に非

常に影響されますので、経営の安定性の確保という観点から、現在のところ、九州電力、

企業局ともに１円を変更する必要はないと考えておりまして、特に交渉の議論とはなって

おりません。

それから、自由化の問題で今ご質問がありました。来年４月から電力の自由化が始まり

ます。小売りの自由化も始まりますけれども、我々、卸供給事業者のほうでも自由化とい

う形で、電力は今、九州電力に随意契約という形で、総括原価方式で契約をしております。

来年４月以降は、その総括原価方式がなくなりますので、一般競争入札あるいはこれまで

どおりの随意契約という形の選択が今後求められております。ただ、一般競争入札をした

場合、これまでの東京都とか新潟県の例でいきますと金額は高くなるんですけれども、例

えば東京都の場合は、東京電力と長期にわたって契約しておりました。大分県も、九州電

力と長期の供給契約を結んでおります。その契約を破棄するに当たっては、東京都は違約

金、いわゆる解約金を請求されて、実際に１３億８千万円という金額を払っております。

その辺の兼ね合いがありますので、直ちに一般競争入札とするのか、随意契約を継続する

のかということについては、現在、九州電力と交渉をしておりまして、九州各県の状況、

全国の状況を見ながら、その辺の方針を早急に検討をして決めたいというふうに考えてお

ります。

末宗委員長 答弁は簡潔にお願いいたします。

有瀬総務課長（続） それから、１億円の県政貢献の話でございますけれども、県政貢献

として一般会計に繰り出している１億円の原資は、工業用水のお客様でありますユーザー

企業さんの料金収入から成っております。その使い方は、負担している企業さんの理解が

得られる範囲内で支出をしておりますので、現在、毎年１億円を出しておりますけれども、
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これについても、企業さんから理解を得られると考えておりますので、現在の方式が１番

いいのではないかというふうに考えております。

以上でございます。

日髙企業局長 監査でいただきました反社会勢力の確認についてのことですけれども、こ

れは一般競争入札参加の相手方に格別問題があったものじゃないんですけれども、事前の

公告文に、そういう旨、これを排除するんだという排除項目をちゃんと入れるべきだとい

うことと、事前の手当てをちゃんとしておきなさいという意見でございました。

以上でございます。

堤委員 わかりました。県政貢献という意味から、１億円について企業の利益から得てい

るということなんだけれども、じゃ、それで早い話が、それ以外の資金使途について話を

したことが過去あるんですか、企業立地だけじゃなくてね。

有瀬総務課長 うちの内部のほうでですか。（発言する者あり）企業のほうからですか。

（発言する者あり）いいえ、企業さんのほうからは、毎年、年２回、新日鐵さんを初めユ

ーザーの方と懇談会を行いまして、いろいろと事業の説明を行いまして、こういった１億

円についてもご理解をいただいております。企業さんのほうでも、こういったことで企業

立地が進めば新たな取引ができるということもあって、ご理解をいただいたというふうに

我々は思っておりますし、企業さんからも、そういったほかのところに使うべきじゃない

かというお話は聞いておりません。

末宗委員長 事前通告されていない委員で質疑はありませんか。

羽野委員 済みません、１点だけ。公営企業会計決算書の１８ページと６２ページに剰余

金処分の案がありますが、例えば１８ページで言えば、減債積立金に２億９千万円、資本

金へ３億８千万円等の説明がございましたけれども、理由の説明がありませんでしたので、

１８ページと６２ページのそれぞれの積み立て案として、執行部のほうでこの額にそれぞ

れ振り分けた理由を説明いただきたいと思います。

有瀬総務課長 １８ページの欄でございますけれども、電気事業の場合、１４ページにあ

りますように、当年度の純利益は２億９，１６７万２，０４９円となっております。これ

については、当年度の利益分という形で、２７年度の次の企業債の償還のための減債積立

金に積み立てたいというふうに考えております。

それから、３億８，０７６万３，４１１円につきましては、これまで既に減債積立金や

建設改良積立金を使用して、企業債の償還とか、建設改良積立金に使った、既に使ってい

る金額を資本金に入れる組み入れ資本制度というのが今までは事務的にできていたんです

けれども、それがなくなったことによりまして、今回、議決をお願いさせていただいたと

いうことでございます。ですから、減債積立金については当年度の利益を、いわゆる借金

の返済に充てるという形。それと、資本金への組み入れについては、これまで使ってしま

ったものを、形上、資本金に組み入れたいということでございます。

それから、６２ページにつきましても、当年度、こういった未処分利益剰余金が出てお

りますけれども、減債積立金につきましても、３億５，７００万円につきましては、今後

の企業債の償還のための減債積立金に、いわゆる２７年度になりますけれども、今後の支

払いのために充てると。

建設改良費につきましても、今現在、給水ネットワークとかいう大型の工事を行ってお
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りますので、建設改良費に使ったものに充てたいということでございます。それから、１

億円につきましては、県政貢献という形でその１億円を地域振興積立金に積み立てたいと

いうことでございます。

資本金の組み入れにつきましては、過去の積立金を（聴取不能）した分をこういうふう

に資本金に組み入れるということでございます。

羽野委員 済みません、６２ページ、額が妥当かという判断をこちらしなきゃいけないん

で、どうして３億５，７００万円なのか、１億４千万円なのか、１億円なのかと、その理

由の説明をいただきたいということです。

有瀬総務課長 失礼しました。例えば、５８ページでしたら、当年度の純利益は５億９，

８１４万３千円という当年度の利益が出ております。これを、まずは１億円を先に積み立

てさせていただきます。次に、建設改良積立金１億４，０９６万円９，１０６円というの

がありますけれども、純利益のおおむね２０％を建設改良積立金に積むという内規がござ

いますので、２６年度決算の２割相当がこの１億４千万円という形になります。残りを企

業債の償還のための減債積立金という形にするものでございます。

以上でございます。

末宗委員長 いいですか。ほかに委員の皆さん。

土居委員 ありがとうございます。電気事業についてですが、決算書の６ページに委託事

業の概要が載っております。芹川ダムの水質悪化を改善しようという取り組みをされてい

るようですけれども、循環ポンプを１台設置していただきました。感謝申し上げます。そ

の効果をお伺いしますとともに、現状まだまだ水質改善されていないという地元の声もご

ざいますので、今後の取り組みについてお伺いします。

長井工務課長 芹川ダムの水質改善事業につきましてご説明いたします。

芹川ダムにつきましては、昨年度の異臭問題、それ以前もアオコの発生といったことが

ございまして、昨年度から工事を始めまして、昨年度は仮設の循環ポンプを据えまして、

当面の応急対策としております。

そして、本年度には、上流側での栄養の入った水を遮断する分画フェンスと、そして、

その上流側に、ダム湖の湖底のほうに栄養分を誘導する循環ボンプといったものを設置い

たしまして、７月から稼働をしております。今後は、ダム湖のほうに今は仮設の循環ボン

プを置いていますから、これを本設備にするように、現在、発注の準備を進めているとこ

ろでございます。この本設備で、一応、水環境改善事業は終わる予定でございます。現在

のところ、多少上流側の分画フェンスの前後で水質の差は、目視ですが見られるんですけ

ど、これから本格設備も設置していきますので、引き続き水質等をモニタリングしながら、

この効果を見きわめていきたいというふうに考えております。

末宗委員長 ほかに委員の皆さんありませんか。

それでは委員外議員で質疑はございませんか。

守永委員外議員 ありがとうございます。委員外議員でありながら、通告もせずに申しわ

けございません。

２点ほど質問をさせていただきたいんですけれども、決算書の８ページで、事業収入で

水力発電による事業収入が増加したということと、太陽光発電によっての部分も増加して

いる状況がこの図表から見られるわけですけれども、水力発電については多雨によってプ
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ラスとなったというふうな説明がありました。太陽光も２７．６％増となっているんです

が、太陽光の場合、発電期間が１年目と２年目で違うということが大きな原因であろうと

思うんです。実際雨が多いと、太陽光発電というのは力を発揮できないのかなという部分

がありますので、同一期間で見た場合にどういう状況かというのがもし分析されていれば

教えていただきたいと思います。急な質問ですので、もし手元に資料がなければお答えは

結構ですが、ある意味、水力発電というのは安定していると言われながらも、雨が多い、

少ないで多少のぶれがあるのであれば、その部分、雨が少ないときに、太陽光がカバーで

きるのであれば投資効果があったのかなというふうな思いもありますので、それがもしわ

かれば教えてください。

もう１つが、事業としては安定しているという監査の意見でもあったわけですけれども、

施設の維持管理、突発的な事故、そういった部分で注意を払うべき場面がふえているよう

にも感じているんですが、合理化によって人員もぎりぎりになっている部分もあるように

思いますので、計画的な職員の採用と職員の育成といった部分では、どのようになってい

るのか。順調に進められているのかどうか、お伺いしたいと思います。

長井工務課長 松岡太陽光の状況についてご説明いたします。

２６年度については、２５年度の比較は今データがないんですけれども、想定していま

した目標に対しては累計で１２１％ということで、当初の目標以上の状況です。

そして、現在、２７年度９月までと２６年度の４月から９月まで、これを比較しますと、

今年度については１１０％で、２６年度につきましては累計で１１６％ということで、２

７年度につきましては昨年度に比べては少し落ちているという状況でございますが、目標

については１０％増の１１０％ということでございます。

有瀬総務課長 老朽化のことでございますけれども、現在、ほかのインフラ整備と同じよ

うに、企業局の施設もかなり老朽化をしております。３０年代、４０年代につくった施設

が多いので、それについて老朽化対策を今現在行っているところでございます。

例えば、電気のほうでしたら、先ほど来説明がありましたように、大野川発電所が今後

リニューアルを行うという形で、現在準備をしているところでございます。

それから、工水につきましても、給水ネットワークという形で、八十数億円の金額をか

けまして、今まで４０年間、隧道の点検を行えなかったというところもありますので、今

回、ネットワークが完成した後については点検ができるということでございますので、そ

の辺のところについてはこれからやっていきたいというふうに考えていますし、耐震化に

つきましても順次、工水の耐震化ロードマップというのをつくって、順次やっているとこ

ろでございます。

体制につきましては、その定数の中で基本的には行っていきたいんですけれども、こう

いった大型の事業があるときについては、知事部局からもご協力をいただきながら順次対

応をしているところでございます。なかなか厳しいところはありますけれども、協力いた

だきながら、プロジェクトの遂行に頑張っているところでございます。

以上でございます。

末宗委員長 いいですか。ほかにありませんか。

ほかにないようでありますので、これをもって企業局関係の審査を終わります。執行部

はお疲れさまでした。
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これより内部協議に入りますので、委員の方はお残りください。

〔監査委員、企業局、委員外議員退室〕

末宗委員長 これより、決算審査報告について内部協議に入ります。

先ほどの企業局の審査における質疑等を踏まえ、指摘事項や来年度予算へ反映させるべ

き意見・要望事項等の取りまとめについて協議いたします。

ご意見、ご要望がありましたらお願いします。

堤委員 先ほど質問もしたんだけれども、工業用水道会計の内部留保の問題。

これは平成５４年までずっと推計を出しているんだけれども、内部留保の残高が結構大

きいんですね。そういう意味からすると、県政貢献という意味からすれば、１億円という

金額じゃなくても、もう少し検討もできるのではないかと。資金使途についても、再度検

討も必要ではないかというふうに私は思いますけれども、それは要望として出しておきた

いというふうに思います。

反映をさせていただけたらと思います。

末宗委員長 ほかに意見はありませんか。

羽野委員 先ほどの質問の関係で、剰余金処分案の審査をするのに理由が一発処分であれ

ばいいか悪いかでいいんですけれども、振り分けて、分割して処分するわけですから、そ

の振り分けた理由をできたら文書でいただきたいと思います。

２０％を積み立てる慣行を内部でやっているとかいうなら、そういうふうに書いていた

だければいいと思いますので、今後の参考にしたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。

末宗委員長 ほかにありませんか。

ただいま委員からいただきましたご意見、ご要望及び本日の審査における質疑を踏まえ、

審査報告書案として取りまとめたいと思いますが、詳細については委員長に一任願います。

いいですか。

〔「はい」と言う者あり〕

末宗委員長 それから、先ほど羽野委員から、剰余金処分に関する資料提出の要求があり

ました。

お諮りいたします。

ただいまの資料を、委員会として要求することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

末宗委員長 ご異議がないので、ただいまの資料を要求することに決定いたしました。

以上で企業局関係の審査報告書の検討を終わります。

暫時、休憩いたします。

１１時１４分休憩

１３時００分再開

吉岡副委員長 休憩前に引き続き、委員会を開きます。

これより、病院局関係の審査に入ります。
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執行部の説明は、要請した時間の範囲内となるよう要点を簡潔・明瞭にお願いします。

病院局長及び関係者の説明を求めます。

田代病院局長 病院局長の田代でございます。委員の皆様方におかれましては日頃から病

院事業の運営につきまして、ご理解ご支援を賜り心からお礼を申し上げます。

本日は、病院事業に係る決算についてご審議いただきますが、どうぞよろしくお願いい

たします。

それでは、初めに決算特別委員会の審査意見に対する措置結果につきまして、ご報告い

たします。

お手元の決算特別委員会資料の１ページをごらんください。

下段の⑨の内容について、一層の経営安定化に取り組んでいく必要があるとの意見をい

ただいております。

これに対する措置結果などの主な内容について説明申し上げます。

資料の２ページをお開きください。

平成２６年度は、第二期中期事業計画の最終年度であり、思いやりと信頼の医療を基本

理念に、医療機能の充実や経営の健全化などに取り組みました。

１医療機能については、平成２６年４月に循環器センターを設置し、循環器医療の機能

強化を図ることといたしました。臨床検査科部は、病理部と検査研究部の２部に分け、そ

れぞれに専任の医師を配置し、検査体制の充実を図ったところです。

２６年１１月には、エボラ出血熱対策として県内唯一の第一種感染症指定医療機関の指

定を受けました。

今後も、がん医療などの充実・強化を図り、良質な医療を提供することで、安心・信頼

して利用いただけるよう努力してまいります。

２環境整備についてですが、患者ニーズの多種多様化や働く職員の要望にも対応できる

環境づくりのため、様々な環境の整備に取り組んでおります。

医療サービスでは、３ページに移りまして、医療の質や安全性向上のため、７対１看護

体制を導入しております。

患者サービスでは、病棟の電動ベッド１００台、外来の待合椅子９７台の更新、図書コ

ーナーの設置、医療相談室・手術室前の家族待合ホールの改装を行いました。

施設・設備では、病院機能を維持していくための大規模な改修や、外来機能の充実が必

要であることから、今年度から増築棟の工事に着手しました。

３経営については、必要な投資などをして医療の質を向上させる取り組みと同時に、収

支改善対策に取り組み、経営の健全化を図っています。

なお、病床利用率の低下につきましては、急性期医療への特化により平均在院日数が年

々短くなっていることが大きな要因ですが、新入院患者数は増加しており、今後ともかか

りつけ医との連携強化により病床利用率の向上に努めてまいります。

４ページに移りまして、収益では、高度・専門医療、急性期医療を提供することで、高

い診療報酬を得ることが可能となりました。

特に、平成２６年度は、母体・胎児集中治療室が施設基準に適合するよう改修を行い、

管理料の収益増を図りました。

費用では、給与費に次いで多い薬品費について、薬事委員会で品目の審議を行い適正な
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薬品の管理を目指すとともに、後発医薬品の導入により費用の削減を図ってきました。

これらの取り組みを通じて、医療の質の向上と経営の健全化の両立を図りながら、経営

基盤の強化に努めております。

なお、医業未収金につきましては、後ほど決算状況の詳細説明とあわせてご説明いたし

ます。

以上で、決算特別委員会の審査意見に対する措置結果の説明を終わります。

次に、６ページをお開き願います。

決算状況の概要です。

２６年度は３１億７千万円という大幅な赤字となりましたが、これは会計制度の改正に

より、新たに退職給付引当金を一括計上したことが主な要因であります。

また、一般会計からの繰入金については、下に繰入金の推移を記載しております。

この表には記載がありませんが、１８年度以降順次削減をしており、今後も抑制に努め

てまいります。

以上で、決算状況の概要について終了いたします。

詳細等につきましては、このあと次長兼事務局長からご説明申し上げます。

羽田野病院局次長兼県立病院事務局長 それでは県立病院の組織及び事業概要について、

お手元に配付しております冊子、病院の概況でご説明いたします。

１ページから２ページにつきましては、病院の沿革を記載しておりますので後ほどごら

んください。

３ページをお開きください。

病院の組織機構についてご説明いたします。

まず、診療部門についてですが、循環器内科部から地域医療部まで２４科部ありますほ

か、図の下のほうに記しておりますがんセンター、総合周産期母子医療センター、循環器

センターがあります。

また、中ほどの中央診療部門には放射線科部からリハビリテーション科部まで９部、そ

の下、医療技術部門に薬剤部から栄養管理部まで４部とＭＥセンター、さらに最も職員数

の多い看護部が外来、手術室、各病棟等１６の部署に配属されております。

なお、事務部門は総務経営課を初め３課体制で事務局を構成しております。

次に、職員数についてご説明いたします。

資料６ページをお開きください。

職員の状況といたしまして、平成２７年５月１日現在の職員数を記載しております。

１番上の医師が１５２名のほか医療技術職、看護師、事務職等合計９５５名が当院の職

員総数であります。

７ページ以降に各部署での職員配置を掲載いたしております。

施設に関しましては、１３ページ以降、配置図、平面図等を載せておりますので後ほど

ごらんいただきたいと思います。

次に、２３ページをお開きください。

当病院の許可病床は５７８床でございますが、病棟再編を行い現在の稼働病床は括弧書

きにありますように、感染症病床も含め５２１床でございます。内訳はすぐ下の（２）の

表に記載しております。
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その下の（３）入院患者延数、病床利用率、平均在院日数の欄をごらんください。表の

１番下の行が平成２６年度の数値でございますが、入院患者延数は１４万５，２８２人、

一般病床利用率は７８．２％、平均在院日数は１１．７日となっております。

続いて２４ページに移りまして、ページ中ほどの（５）外来患者延数、１日平均診療人

員の欄をごらんください。

２６年度の外来患者延数は２０万４，４４７人、１日の平均診療人員は８３７．９人と

なっております。

このほかに２５から２７ページには、手術・検査件数等の業務実績を掲載しております。

病院の概況につきましては以上でございます。

続きまして、平成２６年度決算についてご説明いたします。

先ほどの資料、決算特別委員会資料の７ページをお開きください。

３決算状況報告についてご説明します。

まず（１）決算報告書（収益的収入及び支出）です。

上の表、収入の部の決算額は、右から３番目の税込決算額の欄、上から２行目にありま

すように、第１項医業収益は１３２億２，８５５万３，３５２円です。

その下、第２項医業外収益１６億８５８万３，５６９円は、一般会計からの繰入金など

によるものです。

その下、第３項特別利益２億８，８０６万８，２０９円は、過年度損益修正益、長期前

受金戻入によるものです。

以上、合計しました病院事業収益の決算額は１番上の行で、１５１億２，５２０万５，

１３０円となっています。

その左の予算額の合計欄１５１億６，３００万６千円に対して、決算額の増減は３，７

８０万８７０円の減となっています。

次に、下の表、支出の部の決算額は、右から４番目の税込決算額の欄、上から２行目に

ありますように、第１項医業費用は１４１億３３７万１，３８０円です。

その下、第２項医業外費用２億２，５３３万１，９１７円は、企業債の支払利息等です。

その下、第３項特別損失３９億３，５３５万４，２００円は、過年度損益修正損、会計

制度の改正に伴う損失です。

以上、合わせまして病院事業費用の決算額は、１番上の行で１８２億６，４０５万７，

４９７円となっています。

その左の予算額の合計１８７億６，１２９万２千円に対して４億９，７２３万４，５０

３円の不用額が生じています。

次に、８ページをお開きください。

（２）決算報告書（資本的収入及び支出）の状況です。

まず、上の表、収入の部の決算額は、右から３番目税込決算額の欄、上から２行目にあ

りますように、第１項企業債は１億９，９００万円で、これは医療機器購入に伴う企業債

の借り入れです。

その下、第２項負担金は４億８，７８０万８千円で、これは企業債の元金償還に係る負

担金を県から受け入れたものです。

以上、合わせまして資本的収入の決算額は、１番上の行で６億８，６８０万８千円とな
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っています。

次に、下の表、支出の部の決算額は、中ほど右寄り税込決算額の欄、上から２行目にあ

りますように、第１項建設改良費は４億８，０５９万５，５１５円で、検体搬送システム

を初めとする医療機器の購入費及び母体・胎児集中治療室の改修費です。

その下、第２項企業債償還金は１２億８，８０８万８５７円で、これは病院施設整備や

医療機器購入等のために借り入れた企業債の元金償還金です。

以上、合わせまして資本的支出の決算額は、１番上の行１７億６，８６７万６，３７２

円となっています。

なお、収入額が支出額に対し不足する１０億８，１８６万８，３７２円は過年度分損益

勘定留保資金等で補填しました。

次に、９ページをお開きください。

（３）損益計算書の内容についてご説明します。

まず、医業損益です。入院・外来収益などの１医業収益は、金額と記載されている真ん

中の１番上の欄にあります１３２億１，６６９万３，７０７円に対して、給与費や材料費

などの２の医業費用はその下１３６億４，３９３万２，８３７円となっており、差し引き

は、１番右の欄にありますように４億２，７２３万９，１３０円の医業損失となっており

ます。

次に、医業外損益は、一般会計からの負担金の繰り入れなどの３医業外収益が、金額の

真ん中の、上から２段目の欄の１５億９，９３５万１，５８３円に対して、企業債の支払

利息や長期前払消費税額償却などの４医業外費用は、その下６億９，９２７万８，４９５

円となっており、差し引きは、１番右の欄にありますように９億７万３，０８８円の利益

です。

その結果、経常収支は、先ほどの下の欄にあります４億７，２８３万３，９５８円の経

常利益となっております。

次に、特別利益は、過年度損益修正益と長期前受金戻入を合計した、金額の真ん中の下

から２段目の欄にあります、２億８，８０６万８,２０９円です。

次に、特別損失は、過年度損益修正損と、その他特別損失を合計した、先ほどの下の行

にあります３９億３，５３５万４，２００円です。

差し引きは、１番右の欄にありますように３６億４，７２８万５，９９１円の損失とな

っています。

以上により、当年度純損益は、先ほどの下の欄に記載してあります３１億７，４４５万

２，０３３円の純損失となっています。

純損失の主な要因としましては、会計制度の改正により退職給付引当金を一括計上した

もので、年度末に在籍する全職員が退職した場合の必要額を引き当てております。

このような一括の引き当ては今回だけとなりますが、実際には現金支出を行うものでは

ありません。

また、その他未処分利益剰余金変動額が５９億２，７７５万２，６７１円生じておりま

す。この変動額は、これまで資本剰余金に累積していた県からの繰入金などを利益剰余金

に変動したことによるものです。

前年度繰越欠損金は２９億４，９６０万１，７７３円ですが、当年度純損失と先ほどの
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その他未処分利益剰余金変動額を加えた金額、このページの１番下の欄に記載しておりま

す１億９，６３０万１，１３５円が当年度未処理欠損金となります。

以上で、決算内容の説明を終わらせていただきます。

続きまして、１０ページをお開きください。

４個人医業未収金の状況についてご説明します。

平成２７年８月末での個人医業未収金の額は②の１番下の欄ですが１億６，０７６万３，

５９２円となりました。

昨年同時期、平成２６年８月末の額は①の１番下の欄ですが１億７，２７３万１，０５

２円でしたので、増減額は１，１９６万７，４６０円の減少となりました。

未収金処理対策につきましては資料の５ページにお戻りください。

ここに記載しておりますように、発生の未然防止と早期回収の両面からの対策を講じて

います。

まず、発生防止策としては、各診療科と医事・相談課が連携して高額療養費制度や出産

育児直接支払制度を積極的に活用し、患者の窓口負担の軽減を図るとともに、クレジット

カードでの支払いなど利便性の向上に努めております。

また、審査意見にありました無保険者などの経済的困窮者への対応につきましては、相

談を受けたメディカルソーシャルワーカー等が、福祉事務所等の支援機関と連携し、生活

保護制度の活用や健康保険の加入の支援を行うとともに、生活実態に応じた納付計画を協

議し、分納額や支払期日を明記した納入誓約書を提出してもらうなど、きめ細かい対応を

行っているところであります。

回収策としては、納期限後の文書催告、平日の訪問徴収に加え月３回の休日訪問徴収や

毎週の夜間電話催告を継続的に行っております。

また、平成２５年１０月からは過年度未収金の回収業務を弁護士法人にも委託の上、回

収に当たっているところでございます。

今後とも、適切な債権管理のもとに、医業未収金の削減に努めてまいりたいと考えてお

ります。

次に、資料の１１ページをお開きください。

このページは一般会計負担金等の状況を、次の１２ページは損益及び一般会計繰入額の

推移を、最後の１３ページは平成２２年度から平成２６年度までの比較損益計算書を記載

しています。

以上で、２６年度決算の説明を終わります。

続きまして、「平成２６年度行政監査、包括外部監査の結果の概要」につきましてご説

明申し上げます。

お手元の資料、「平成２６年度行政監査、包括外部監査の結果の概要」でございますが、

病院局は昨年度の行政監査については対象となっていませんでしたので、包括外部監査に

ついてご説明させていただきます。

資料の２ページに概要等記載されておりますが、時間の関係で説明は省略させていただ

きます。

８ページをお開きください。

９の欄に病院局の結果が記載されております。委託の予定価格の根拠となる内容が明確
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でなかったとして１件指摘を受けたものです。

次に、資料の２６ページをお開きください。

９の欄が病院局関係で、この２６ページから２７ページにかけて計１３件の意見をいた

だいております。

なお、まことに恐縮ですが、時間の関係で個別の説明は省略させていただきます。

以上で、説明を終わらせていただきます。

吉岡副委員長 次に決算審査等の結果について、監査委員の説明を求めます。

米濵代表監査委員 平成２６年度大分県病院事業会計決算に係る審査結果につきまして、

監査委員を代表してご説明いたします。

お手元に配付の平成２６年度大分県公営企業会計決算審査意見書の１ページをお開きく

ださい。

まず、第１審査の概要の中の３審査の手続をごらんください。

病院事業の決算審査に当たっては、本事業が本来の目的に沿い、経済性の発揮及び公共

の福祉を増進するよう運営されているかという点に主眼を置き、決算書類は関係諸帳簿

及び証拠書類と符合しているか等、こちらに記載の４点について関係職員の説明を求める

などして慎重に審査をいたしました。

次に、第２審査の結果についてであります。

病院事業会計の決算書類は、事業の経営成績及び財政状態ともに適正に表示しており、

かつ出納取扱金融機関の預金残高証明書にも合致し、正確であると認められました。

次に、審査の内容ですが、３ページをお開きください。

３ページから７ページにかけて事業の概要について、８ページ及び９ページに予算及び

決算の状況について、１０ページ及び１１ページに経営成績について、１２ページから１

４ページにかけて財政状態についてそれぞれ記載しておりますが、これらについての説明

は割愛させていただきます。

１５ページをごらんください。

審査意見についてです。

まず、１経営成績及び財政状態ですが、平成２６年度における病院事業の経営成績は、

総収益１５１億４１１万３，４９９円に対し、総費用は１８２億７，８５６万５，５３２

円で、差し引き３１億７，４４５万２，０３３円の純損失が生じております。

これは、医業収益及び医業外収益はともに増加したものの、医業費用、医業外費用、特

別損失ともに増加し、特に特別損失は退職給付引当金等の計上により大きく増加したため、

総費用の増加が総収益の増加を上回ったことによるものです。

次に、財政状態については、この項の中段から記載してございますが、流動比率は２４

３．５％と堅調であり、新会計基準への移行により、自己資本構成比率が１１．０％とな

りましたが、一方で累積欠損金は１億９，６３０万１，１３５円となり、前年度に比べ大

きく減少しております。

以上により、大分県病院事業は、引当金の計上などにより単年度赤字となりましたが、

経常収支ベースでは黒字が確保されており、財務の健全性も新会計基準への移行による影

響を除けば前年度並みを維持していることから、経営成績、財政状態ともにおおむね安定

しており、経営改善の取り組みの成果があらわれていると考えられます。
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次に、２総合意見としましては、平成２６年度の大分県病院事業は、第二期中期事業計

画の最終年として、急性期医療のさらなる重点化などの取り組みの結果、診療単価が増加

し医業収益は増加しました。

また、平成１９年度から２５年度まで連続で純利益が確保されたこと、高度・専門医療

等の各種施設指定が進み診療機能の充実が図られたこと、また職員の意識改革も進み第二

期中期事業計画も一定の成果を得たものと評価できます。

しかしながら、平成２６年度においては、医業収支比率が低下しており、医療機能及び

医療提供体制のさらなる充実、病診連携の強化、コストの最適化等に一層注力する必要が

あります。

また、病院の経営環境は、診療報酬の改定や国・県の医療政策、医師・看護師不足など

により厳しさを増しており、これらの課題に迅速かつ的確に対応していくことが求められ

ます。

こうした状況を踏まえ、県民医療の基幹病院として、第三期中期事業計画の取り組みを

着実に進めることが肝要であり、当面の課題である大規模改修工事を円滑に実施するとと

もに、戦略的経営の実践と患者目線のサービスの徹底により、県民に信頼され地域ととも

に歩む病院として持続可能な運営に努められますよう要請をいたしました。

以上で、大分県病院事業会計決算審査結果についての説明を終わります。

吉岡副委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。

執行部の皆さんに申し上げます。

答弁は挙手し、私から指名を受けた後、自席で起立の上、マイクを使用し簡潔・明瞭に

答弁願います。

ここで委員の皆様に申し上げます。

執行部に対し、資料の要求等がある場合は、質疑とあわせて要求していただくようお願

いいたします。

事前通告が２名の委員から出されていますので、まず事前通告のあった委員の質疑から

始めます。

二ノ宮委員 初めての決算審査ということで、どういう質疑をしてよいかよくわかりませ

んでした。先ほどの監査意見の中で、経営成績、財政状態等もおおむね安定しているとい

うことで大変お疲れさまです。

個人的な感じとして、公的な病院については、設置経過といいますか、そういう中でず

っと赤字が続くものと思っていたんですが、当病院につきましては黒字ということで、大

変努力をしているというように思っています。

それで、質問に移りますが、決算書の４ページの資産購入について、この中の業者選定

の基準及び契約に至るまでの事務手続についてお伺いをいたします。

もう１点は、決算審査資料９ページの業者別の薬品購入状況についてです。決算書を見

ますと、この費用全体の３０％を占める医療材料の購入については、経営面から大変な苦

労があると思っております。業者選定の基準及び薬の選定について、決定までの事務手続

についてもお伺いをいたしたいと思います。

以上です。
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秋吉会計管理課長 まず、１番目の資産購入についてでございます。

決算書の４ページに記載されております資産は、契約金額１００万円以上の医療機器の

名称等を個別に記載しております。その他１００万円未満のものと合わせて合計４億１，

３９５万８３１円を計上しております。

病院局の契約事務につきましては、県の契約事務規則の規定を準用しており、予定価格

が２，７００万円以上の機器購入２件については、特定調達による一般競争入札で県報に

公示をして入札参加者を募集いたしました。１６０万円以上２，７００万円未満のものに

ついては、競争入札参加資格者の中から２社以上による指名競争入札を実施しており、該

当する契約は３３件、そのほか１６０万円未満のものについては複数の業者から見積書を

徴し、最低価格を提示した業者と契約をしております。

２つ目のご質問、薬品購入状況についてでございます。薬品の選定については、各診療

科から診療に必要な薬品を申請させ、病院内の薬品に関する決定機関である薬事委員会で

効果、費用等を勘案し、採用の可否を審議して決定します。業者の選定に当たっては、薬

品の安定供給の観点から、県内に本支店のある業者から取り扱い可能な業者全てを指名し、

見積書を徴し、最低価格を提示した業者と契約しております。

なお、血液製剤及び放射性医薬品については取扱業者が限られることから、それぞれ赤

十字血液センター、日本アイソトープ協会と契約しております。

以上です。

二ノ宮委員 入札ですから公平、公正、それから透明性というのが１番必要だというよう

に思っています。その中で、例えばの話で、資産購入の機器類を見ると、恐らくほとんど

が特殊なもので、なかなか競争という原理が入らないんじゃないかと少し心配しています。

そういう中で、仕様書をどのようにつくるかということ、それから、なかなか１つの機種

を選定をした場合に、そこで競争が働かないんじゃないかと思っていますが、そういう場

合の入札方法については、どういうふうに気をつけているかについてお伺いいたします。

秋吉会計管理課長 １つ目の仕様書のつくり方ということでございますが、まず１つは、

実績のある業者から参考見積もりを徴しまして、それを基本にして仕様書を作成しており

ます。また基本的には指名競争入札ということで、複数の２社以上の業者を指名しており

ますので、１社では成立いたしません。常に複数の業者から入札をさせて、最低価格の業

者に決定をするという方法をとっております。

以上です。

羽田野病院局次長兼県立病院事務局長 補足で説明させていただきます。

仕様書の作成につきまして、高額の医療機器等につきましては、専門の技師、例えば当

院の放射線技師とか、そういった関係職員で自分たちが今後必要とする機器の必要な部分

を精査し、仕様書をまとめていくという方法もとっております。金額の小さいものにつき

ましては、先ほど説明いたしましたように、参考をいただきながらつくっていくというよ

うな手法をとっております。

二ノ宮委員 専門的なことがよくわからないので、人工心肺システム５，９００万円。こ

ういう機種については、医師の方からこの機械が欲しいとなった場合、なかなかそこで競

争が働かないんじゃないかと。そういうところで、このメーカーが幾つでもあればいいん

ですけど、恐らくメーカーも少ないだろうし、取扱社も少ないというような中で、競争原
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理が働かないんじゃないかということです。その辺特に気をつけていることがあれば教え

てください。

秋吉会計管理課長 確かに、特に高額の医療機器に関してはメーカーが限られているとい

うことはございますが、また複数の卸業者が対応するということもあります。また２，７

００万円以上の、例示をいただいた人工心肺システム、これはＷＴＯ物件ということで、

全世界から募集という形の入札をかけており、極力幅広く入札できるような仕組みをとっ

ております。

以上です。

堤委員 １つは、ＴＰＰの大筋合意で８年間保存期間というのがほぼ決められるような状

況になっておりますけれども、後発医薬品を推進する県病として、この問題をどう捉えて

いるのか、また、その対策をどういうふうにされているかということを聞きます。

委員長、先ほどの執行部の説明を聞いてちょっと聞きたい問題が１つありましたので、

追加で質問させていただきますので。

医業未収金の問題ですね。この企業会計決算審査資料の１０ページに、医業未収金の時

効の援用で、平成１６年２月２９日から３月２０日で１５万９，８６０円という数字が出

ているんですよね。さっき説明のあった決算特別委員会資料の１０ページにも、医業未収

金が平成３年以降の分がずっと記載されていますよね。なぜ１６年を時効の対象にしたの

かというのがちょっとわかんない、平成３年があるにもかかわらず。平成３年はゼロ、平

成７年に１万２千円の入金があるみたいだけれども、これも当然、本来で言えば時効の対

象になっているわけなんですけれども、そこら辺がなぜ平成３年も含めて残っているのか

と。これは回収可能なのかどうかというところを最後確認させてください。

羽田野病院局次長兼県立病院事務局長 後発医薬品の件につきましてお答えいたします。

今回のＴＰＰの締結交渉の大筋合意により、薬品をめぐる現状にどのような影響が出る

のか現時点では不明でございますが、今後明らかになっていくものと考えております。

県立病院としましては、これまでも患者さんの費用負担軽減と公的負担の軽減、病院の

健全経営に向けたコスト削減という観点から後発医薬品の積極的な導入に努めてまいりま

した。今後も後発医薬品の流通が加速されることになれば、さらに導入を進めていきたい

と考えております。

以上です。

後藤医事・相談課長 未収金の時効の対応についてお答えいたします。

公立病院の医療債権につきましては、平成１７年の最高裁判決によりまして、私法関係

であるということで、消滅時効は民法によるものとなされております。よって債務者の時

効の援用がなければ未収金債権は消滅しないという状況でございます。

平成１７年度以前は、これは公的債権ということでありましたので、地方自治法に基づ

き５年の時効が完成しますと自動的に債権は消滅するという、そういう取り扱いがなされ

てきたところでございます。

それから、なぜ平成３年度の債権が残っているのかということでございますが、債務者

によりましては、未収金を少しずつ分割納入をされている方がいらっしゃいます。債務の

承認ということで、そういう方につきましては債権は消滅いたしませんので、そういう方

々の債権回収については地道に取り組みを行っているところでございます。
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以上です。

堤委員 ＴＰＰの関係で、たしか日本の後発医薬品等の保存期間は５年だったかなと思う

んやけどね、ちょっと明確にわからんのだけども。そうしたときね、８年というのは長く

なるんですよね。長くなればそれだけ後発医薬品に対する流通がおくれるということにな

るわけですよね、外国から入ってくる分についてはね。そういうのに県病はあまり影響は

ないのかなというのがちょっと心配なんですよ。当然、国内の後発医薬品を使っていると

いう面もあるんでしょうけど、外国から入ってきた分について、そういう影響というのは

ないのかなということが１つ目、再質問するね。

それともう１つ、時効の関係ですけれども、この平成３年の方とか、平成６年の方を見

ると、昨年からことしにかけて納入がゼロなんですね。このゼロという状況がずっと続い

ているのかというのがね、つまりそれが果たして本人が払いますよと承認したのかどうか

ちょっとわかんないんですよ。つまりゼロというのが続いているんであれば、約束しても

なかなか払えないという。となれば債権としてずっと県病が残すことになるわけですよね。

平成３年は５万３千円だから患者さんは１人か２人だと思うんだけれども、そういう方は

誓約書とか、何かそういう形できちっと対応されているという理解でいいんでしょうか。

再度それを確認したいと思います。

羽田野病院局次長兼県立病院事務局長 後発医薬品の件でございます。保存期間というの

は、各国で、また各医薬品の種類によって違うというところはございます。先ほど言われ

ました８年になるというものは、１２年が８年になるというふうに情報としては私ども捉

えているところでございます。詳細については、ちょっと私ども、まだはっきりわかりま

せんが、そういった今後の動きというのは注視していきたいと思っております。

後藤医事・相談課長 平成３年、平成５年と過去の未収金の取り扱いでございますが、例

えば行方不明のために回収が不可能であるという、そういう債権でありましたら、昨年度

ですが、そういういくら債権回収を頑張っても回収できないというものについては院内で

その調査をし、そういった債権額を確定し、債務者を確定しまして、この議会におきまし

ても債権放棄という承認をいただいた上で不納欠損処分をすることとしております。この

平成３年、平成５年に発生した未収金の債務者が個別にどういう方なのかというのは、ち

ょっと今ここで手元に資料がございませんが、少なくともまだ昨年度の不納欠損、債権放

棄の対象になっていないということは現存する方であり、しっかりと引き続いての債務返

済の意思がある方というふうに考えられますので、今後またその債務者の方々のいろんな

生活状況、生活環境等の変化等もございますので、そういったことを含めてこれから対応

を考えていきたいと思っております。

吉岡副委員長 事前通告されていない委員で質疑はありませんか。

三浦委員 大分県監査委員の決算審査意見書に基づいて２点質問させていただきます。

まず１点目ですが、深刻化する医師、看護師不足とあり、昨年も決算特別委員会の中で、

委員の中から医師、看護師不足の状況について質問があったと思います。その際執行部か

らは、医師のほうでは救急医、麻酔科医が不足をしていると。看護師は十分足りていると

いうようなご答弁があったようでございますので、現状どうなのかというのが１点と、も

う１点が第３期中期事業計画、その中で当面の課題である大規模改修工事ということが上

げられていますけど、入札含めて現状をお聞きしたいと思います。
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田代病院局長 私のほうからは、医師、看護師不足のご質問に対してお答えします。

まず、医師不足でございますけれども、定数上は、ほとんど定数を満たしている状況で

はございます。ただ診療科では、例えば、正規の医師の不足というのがところどころある

んですけど、それは臨時の職員で補っていると。それでも十分補えている実態はあります。

先ほどご指摘がありましたけれども、今、定数上も不足している診療科は私が把握して

いるところでは３つほどあります。１つは、やはり救急救命医ですね、救命救急センター

で働く職員、それから呼吸器外科が１人、整形外科が１人、５人定数上も若干不足してい

ると。臨時の医師もそこですき間を埋め切れていないという状況であります。麻酔科は今

のところ足りております。

それから看護師不足については、定数上も実質上も今、特別不足をしているという状況

ではございません。

以上でございます。

秋吉会計管理課長 大規模改修工事についてお答えいたします。

工事の全体計画は総額で約４０億円、工事費が３８億円、監理委託費が２億円で、工期

は２７年度、本年度から３１年度の５カ年間を予定しております。また工事の発注及び監

督検査業務につきましては土木建築部にお願いしているところであります。

工事の進捗状況ですが、工事は大きく２つに分けておりまして、１つ目は、増築棟の建

設であります。これは２７年７月に契約が調い、既に建築工事に着工しておりまして、完

成が２８年４月末の予定でございます。もう１つの本館改修工事でありますが、スケジュ

ールでは請負契約を１２月議会に議案として提出する予定でございましたが、９月２９日

に応札がなく不落札が決定したところであります。

今後は、土木建築部において入札不調の原因を調査中でございますので、その結果を踏

まえ、両部局で協議しながら必要な見直しを行い、再度公告入札を実施する予定でござい

ます。

以上です。

吉岡副委員長 ほかに、委員さんでご質問はございませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

吉岡副委員長 では、委員外議員でご質問はございませんでしょうか。

〔「なし」と言う者あり〕

吉岡副委員長 それでは、これをもって病院局関係の審査を終わります。

執行部はお疲れさまでした。

これより、内部協議に入りますので、委員の方はお残りください。

〔監査委員、病院局、委員外議員退室〕

吉岡副委員長 これより、決算審査報告について内部協議に入ります。

先ほどの病院局の審査における質疑等を踏まえ、指摘事項や来年度予算へ反映させるべ

き意見・要望事項等の取りまとめについて協議いたします。

ご意見、ご要望がありましたらお願いします。

〔「なし」と言う者あり〕
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吉岡副委員長 意見がないようであります。それでは審査報告書案の取りまとめについて

は、本日の審査における質疑を踏まえ、委員長に一任願います。

以上で、病院局関係の審査報告書の検討を終わります。

ここで、執行部が入室しますので、しばらくお待ちください。

〔会計管理局入室〕

吉岡副委員長 これより一般会計及び特別会計の決算審査に入ります。

まず、決算の概要について、会計管理者の説明を求めます。説明は要点を簡潔、明瞭に

お願いします。

阿部会計管理者兼会計管理局長 それでは、平成２６年度の一般会計及び特別会計の決算

について、本日から審査いただきます。それに先立ちまして、全体の概要についてご説明

いたします。

お手元の資料１大分県歳入歳出決算概要の１ページ、２ページ決算総括表をお開きくだ

さい。

まず、一般会計ですが、決算額は左から３列目の歳入総額（Ａ）の５，８９７億８，７

１０万４，７１２円、その１つ右の歳出総額（Ｂ）が５，７４０億９，０７６万４，１３

２円となっております。

この歳入総額から歳出総額を差し引いた額、いわゆる形式収支は、次のページの（Ｃ）

欄にありますように１５６億９，６３４万５８０円となっています。

この中には、平成２７年度へ繰り越した事業の財源の一部が含まれておりますので、そ

の２つ右の繰越財源額（Ｄ）の１３０億３，６５１万１，５３２円を控除したものが、１

番右の実質収支額２６億５，９８２万９，０４８円で、これが純剰余金となります。

ここで、一般会計決算のこれまでの推移についてご説明いたしますので、最後の１５、

１６ページをお願いします。

このグラフは、平成２２年度から２６年度までの５年間の一般会計の決算規模の推移を

表したものです。

まず、左側の①ですが、白い棒グラフが歳入、黒い棒グラフが歳出です。

１番右が平成２６年度で、歳入は、先ほど説明いたしました５，８９７億８，７００万

円余ということで、その上段に記載していますように、前年度に比べ２１９億７，４００

万円、率にして３．５９％の減となっています。

一方、歳出は５，７４０億９，１００円で、前年度に比べ２２４億８，８００万円、率

にして３．７７％の減となっています。

歳入については、企業業績の回復などにより、法人２税や地方消費税などの県税収入が

増えたものの、災害復旧事業や国の緊急経済対策の縮小などにより、国庫支出金などが減

少し、あわせて公共事業費などの歳出も減少したことによるものであります。

また、白い棒グラフと黒い棒グラフの差し引きが、先ほど申し上げました形式収支で、

グラフの上に示しておりますように１５６億９，６００万円となっています。

次に、右ページ上段の②のグラフですが、白い棒が形式収支、黒い棒がその中に含まれ

ております翌年度への繰越財源額で、それを差し引いたものが実質収支額で、平成２６年
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度は２６億６千万円の黒字となっております。

さらに、この実質収支額の推移を示したものが、下の③のグラフになります。白い棒が

実質収支額で、前年度の実質収支額との差を単年度収支額として、黒い棒であらわしてい

ますが、２６年度は２億５００万円の黒字で、２年連続の黒字となっています。

次に、特別会計をご説明いたします。１ページに戻っていただきまして、上から３段目

が１１あります特別会計の決算額の合計でありまして、左から３列目の歳入総額（Ａ）は

１，３２９億４７８万４，９２５円、１つ右の歳出総額（Ｂ）は１，３１２億９，２８１

万２，１８２円でありますので、次のページの歳入歳出差引額（Ｃ）は１６億１，１９７

万２，７４３円となっています。

これから、その２つ右の繰越財源額（Ｄ）の４００万円を控除した実質収支額は１６億

７９７万２，７４３円の黒字となっております。

続きまして、会計ごとの内容についてご説明いたします。３ページの一般会計歳入決算

額調をお願いします。県税から県債までの１５款ございます。

左から３列目の調定額（Ｂ）ですが、これは収入することを決定した額で、１番下の合

計欄にありますように５，９３４億２，３９２万８，４５３円となっております。

この調定額に対して、その右にあります収入済額（Ｃ）の合計は５，８９７億８，７１

０万４，７１２円となっておりまして、その収入済額の割合、収入率ですが、右のページ

の１番下の左から３列目にありますように９９．３９％となっております。

また、収入済額（Ｃ）欄の主なものとしましては、上から２段目の県税が１，０８５億

６，４００万円余で、右のページの右から３列目の対前年度比較欄にありますように、前

年度より４６億２，６００万円余、率にして４．４５％の増となっています。これは、企

業業績の回復等による法人２税や、税率の引上げと円安による輸入額の増などの影響によ

り地方消費税などが増加したことなどによるものです。

次に、その４つ下の地方交付税が１，７４７億９，８００万円余で、前年度より１２億

４，１００万円余、率にして０．７２％の増となっています。これは、前年度に地方公務

員給与の特例減額措置があったことなどによるものです。

次に、４つ下の国庫支出金が８７７億２，５００万円余で、前年度より２４５億５，９

００万円余、率にして２１．８７％の減となっています。これは、災害復旧事業や国の緊

急経済対策の縮小などにより交付金が減少したことなどによるものです。

次に、下から２段目の県債が７２９億９，６００万円で、前年度より１１０億１，２０

０万円、率にして１３．１１％の減となっております。これは、発行抑制及び災害復旧債

等の発行減によるものです。

次に、３ページの１番右の不納欠損額（Ｄ）ですが、合計欄にありますように２億５，

４００万円余となっておりまして、その主なものは、上から２段目の県税の２億３，３０

０万円余でありまして、滞納金の消滅時効が完成したことなどによるものです。

また、４ページの１番左側の収入未済額につきましては、合計欄にありますように３３

億９，１００万円余となっており、主なものは、県税の２６億９，９００万円余で、個人

県民税などの滞納によるものであります。

次に、５ページの一般会計歳出決算額調をお願いします。議会費から予備費までの１４

款ございます。
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決算額は、左から３列目の支出済額（Ｂ）ですが、１番下の合計欄にありますように５，

７４０億９，０７６万４，１３２円となっております。前年度と比較しますと、右のペー

ジの右から２列目の対前年度比較欄にありますように、合計で２２４億８，８００万円余、

率にして３．７７％の減となっています。

支出済額（Ｂ）の主なものにつきまして、上から４段目の福祉生活費が５９０億円余で、

子育て支援のための基金積立金等の増などにより、前年度に比べ３１億８，４００万円余、

率にして５．７１％の増となっています。

次に、中ほどにあります土木費が７９７億１，２００万円余で、災害関連事業や国の緊

急経済対策の縮小などにより、前年度に比べ１５億４，７００万円余、率にして１．９％

の減となっています。

その２つ下の教育費が、１，１９８億８，３００万円余で、教育センターの機能強化事

業や高等学校等就学支援金制度創設などにより、前年度に比べ２５億６，８００万円余、

率にして２．１９％の増となっています。

その２つ下の公債費が９０２億７，６００万円余で、低金利により利払いが減少したこ

となどにより、前年度に比べ２６億８，８００万円余、率にして２．８９％の減となって

います。

また、その１つ下の諸支出金が４８０億９，６００万円余で、国の交付金を活用した基

金積み立てが減少したことなどにより、前年度に比べ５５億３，９００万円余、率にして

１０．３３％の減となっています。

次に、５ページの１番右の翌年度繰越額（Ｃ）は、繰越明許費が合計で３７２億９００

万円余、その右の事故繰越が１億１，６００万円余となっています。主なものは、土木費、

農林水産業費、総務費などで、道路改良事業等における地元または関係機関との協議・調

整に日数を要したことなどによるものです。

次に、６ページの左から２列目の不用額は、合計で４２億４，４００万円余でありまし

て、主なものは、総務費の６億８，７００万円余、農林水産業費の１６億１，６００万円

余、教育費の５億９千万円余など、事業費や人件費等が見込みを下回ったこと、また、入

札残や経費の節減などによるものです。

以上が一般会計でございます。

続きまして特別会計ですが、７、８ページの歳入決算額調をお願いします。調定額

（Ｂ）は、合計欄にありますように１，３４０億６，８４２万８，３８４円でありまして、

これに対し、その右の収入済額（Ｃ）は１，３２９億４７８万４，９２５円で、収入率は

右のページの右から３列目にありますように９９．１３％となっています。

また、その左端の不納欠損額（Ｄ）は１００万円余でありまして、主なものは、中小企

業設備導入資金特別会計の貸付金の償還に係る違約金１００万円余で、本年第１回定例会

で債権放棄の議決をいただき、不納欠損処分を行ったものであります。

その右の収入未済額は、合計で１１億６，２００万円余で、主なものは上から４段目の

中小企業設備導入資金特別会計の１０億３，５００万円余で、倒産等による貸付金償還金

の未収によるものです。

次に、９ページの歳出決算額調をお願いいたします。

特別会計の決算額は、左から３列目の支出済額（Ｂ）で、合計は１番下にありますよう



- 31 -

に１，３１２億９，２８１万２，１８２円となっておりまして、このうち上から２段目の

公債管理特別会計が１，２３３億５００万円余と、その大部分を占めています。

次に、その右の翌年度繰越額（Ｃ）のうち繰越明許費６，７００万円は、港湾施設整備

事業特別会計の津久見港等の施設整備事業に係るものです。

また、１０ページの左から２列目の不用額は、合計で１７億４，３００万円余となって

おり、その主なものは、上から４段目の中小企業設備導入資金特別会計、その２つ下の林

業・木材産業改善資金特別会計、また、その下の沿岸漁業改善資金特別会計などで、主に

貸付実績が見込みより少なかったことによるものであります。この不用額は、翌年度に繰

り越され、貸し付けの原資となるものです。

以上が特別会計でございます。

次に、１１ページの一般会計歳入財源別分類表をお願いします。この表は、歳入決算額

を自主財源と依存財源に分類したもので、決算額（Ａ）の自主財源につきましては、中ほ

どの小計欄にありますように２，２９６億４，１００万円余、構成比は３８．９３％、ま

た、依存財源は下から２段目の小計欄にありますように３，６０１億４，６００万円余、

構成比は６１．０７％となっています。

この構成比を右のページの２５年度の構成比と比較しますと、自主財源では２．８６％

増加し、依存財源はその分減少しています。これは、自主財源の県税や地方消費税清算金

が増加し、依存財源の国庫支出金及び県債が減少したことにより、自主財源の比率が相対

的に大きくなったことによるものです。

次に、１３ページの一般会計歳出性質別分類表をお願いします。義務的経費、投資的経

費、その他の経費と３つに区分されておりますが、決算額（Ａ）欄で、まず、１の義務的

経費につきましては２，５５５億３，６００万円余、構成比４４．５１％となっておりま

して、これを右のページの２５年度と比較いたしますと１１億７００万円余の増、伸び率

で０．４４％の増となっています。これは、公債費は減少したものの、給与の特例減額措

置の終了等により人件費が増加したことによるものです。

次に、２の投資的経費は１，２２７億８，７００万円余、構成比２１．３９％で、前年

度より１１２億１，６００万円余の減、伸び率で８．３７％の減となっています。これは、

災害復旧事業費及び東九州自動車道の整備の進捗などに伴う国直轄事業負担金の減などに

より普通建設事業費が減少したことによるものです。

３のその他の経費は１，９５７億６，６００万円余、構成比３４．１０％で、前年度よ

り１２３億７，９００万円余の減、伸び率で５．９５％の減となっています。これは、国

の交付金を活用した基金積み立ての減少及び中小企業向け融資資金の減等による貸付金の

減によるものです。

以上が、平成２６年度一般会計及び特別会計の決算概要であります。事業別の決算の内

容等につきましては、各部局からご説明いたします。審査のほど、よろしくお願いいたし

ます。

吉岡副委員長 次に、決算審査等の結果について、監査委員の説明を求めます。

米濵代表監査委員 平成２６年度の歳入歳出決算及び基金運用状況並びに健全化判断比率

及び資金不足比率の審査結果につきまして、監査委員を代表して、ご説明いたします。

お手元に配付いたしております平成２６年度大分県歳入歳出決算及び基金運用状況並び
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に健全化判断比率及び資金不足比率審査意見書をごらんください。

表紙の次のページをお開きください。この意見書は、地方自治法第２３３条第２項及び

第２４１条第５項の規定並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及

び第２２条第１項の規定に基づき、本年８月３日に知事から監査委員の審査に付されまし

たので、平成２６年度大分県歳入歳出決算、基金運用状況、健全化判断比率及び書類並び

に資金不足比率及び書類について、審査結果を取りまとめ、８月１７日に知事に提出した

ものです。

それでは４枚おめくりいただき、１ページをお開きください。最初に平成２６年度大分

県歳入歳出決算審査意見書についてご説明いたします。

第１章審査の概要です。第１審査の対象は、平成２６年度大分県一般会計及び公債管理

特別会計など、１１の特別会計であります。

次に第２審査の方法ですが、決算審査に当たりましては、審査に付された歳入歳出決算

書等について、決算の計数は正確であるかなど、こちらに記載の４点を主眼として、関係

証書類と調査照合し、関係職員の説明を求めるなどして慎重に審査をいたしました。

２ページをお開きください。第２章審査の結果及び意見であります。第１審査の結果で

ありますが、平成２６年度一般会計及び特別会計の歳入歳出決算額は、関係証書類及び指

定金融機関の収支金報告書等と合致し、正確であることを確認いたしました。また、予算

の執行、収入支出事務及び財産の管理等につきましては、一部に留意または改善を要する

ものが見受けられましたが、議決の趣旨及び関係法規等に従い、おおむね適正に処理され

ているものと認められました。

次に、第２決算の状況です。この項の７行目からになりますが、平成２６年度の歳入歳

出決算は、一般会計で歳入決算額５，８９７億８，７１０万４，７１２円、歳出決算額５，

７４０億９，０７６万４，１３２円となっており、前年度決算と比較して、歳入について

は、３．５９％の減少となっております。これは、県税等は増加したものの、国庫支出金

や県債が減少したことなどによるものです。

また、歳出については、３．７７％の減少となっています。これは災害復旧費や積立金

等が減少したことなどによるものです。

この結果、歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支は１５６億９，６３４万５

８０円の黒字、形式収支から翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた実質収支は２６億５，

９８２万９，０４８円の黒字、また、実質収支から前年度実質収支を差し引いた単年度収

支も２億４９８万９，７８６円の黒字となっています。

また、大分県母子寡婦福祉資金特別会計など１１の特別会計の歳入歳出決算の合計額は、

歳入決算額１，３２９億４７８万４，９２５円、歳出決算額１，３１２億９，２８１万２，

１８２円となっており、前年度決算に比べ、歳入・歳出とも減少しています。この結果、

形式収支は１６億１，１９７万２，７４３円の黒字、実質収支も１６億７９７万２，７４

３円の黒字となっています。

次に、第３審査意見です。平成２６年度の決算は、一般会計及び特別会計ともに、実質

収支は黒字となっており、また、実質公債費比率が０．６ポイント、将来負担比率が７．

３ポイント、それぞれ前年度と比べて減少するなど、改善が見られます。しかしながら、

人口減少などに伴って、行政需要は益々複雑化し、増大していくものと予想されますので、



- 33 -

新たな長期総合計画に基づき、県民が主役の基本姿勢に立ち、安心・活力・発展の大分県

づくりをさらに前進させるため、引き続き限られた財源の中で効率的で効果的な行財政運

営が行われるよう、強く期待するものであります。

以下、今後特に努力していただくよう要請した点について申し述べさせていただきます。

まず、第１点目としまして、行財政改革の推進と財政運営の健全化についてであります。

財政の健全化に向けては、平成１６年度に着手した大分県行財政改革プランから現行の大

分県行財政高度化指針まで数次の行財政改革に取り組まれ、県税の徴収強化等による歳入

の確保や事務事業見直し等による経費縮減が行われた結果、平成２６年度の財政調整用基

金の残高は４３１億円になっております。

また、県債残高については、普通会計において前年度に比べ５２億円、０．５％減の１

兆４８７億円で、総額としては８年ぶりに減少し、臨時財政対策債を除いた残高も前年度

に比べ２８８億円、４．１％減の６，８２７億円で、１３年連続の減少となるなど、着実

に削減が進んでいます。

しかしながら、少子高齢化の進展に伴う社会保障関係費の増大など財政環境は厳しく予

断を許さず、また、国の方針に伴って地方財源の安定的な確保は不透明な状況にあります。

このため、最小の経費で最大の効果が上げられるよう、常に事務事業の検証を行い選択

と集中やスクラップ・アンド・ビルドを図るとともに、積極的な収入確保と徹底した無駄

の排除に万全を期し、より一層の行財政基盤の強化に努められますよう要請をいたしまし

た。

第２点目は、収入の確保についてであります。まず、（１）県有財産の利活用でありま

すが、未活用の財産等につきましては、大分県新県有財産利活用推進計画に基づき、施設

跡地の売却や貸し付けなどが進められてきたところでありますが、ネーミングライツや広

告収入など多様な手法を活用し、さらなる収入の確保や維持管理コストの削減に努められ

ますよう、要請をいたしました。

次に、（２）収入未済の解消であります。一般会計及び特別会計の収入未済額の合計は

４５億５，３９４万６，０６４円で、前年度に比べ４億３，０６５万２，９７２円、８．

６４％の減となり、５年続けて前年度を下回りました。このうち、県税については、徴収

対策を強化したことなどにより、前年度に比べ３億６，６７７万３，２０３円、１１．９

６％と大きく減少するなど各機関の努力により一定の成果が得られております。

他方、前年度に比べて増加しているものもあり、収入未済額全体としては、依然として

多額であることから、今後とも、引き続きその解消と新たな発生防止に努められますよう

要請をいたしました。

４ページをお開きください。第３点目は、財務事務の執行についてであります。定期監

査、臨時監査等の監査結果では、おおむね適正な処理が行われていますが、是正改善が必

要な事項として、（１）財産の管理について、（２）会計事務について、（３）契約事務

について、それぞれ記載しておりますような事例が認められましたので、管理の適正化、

事務の審査・相談体制の強化、研修の充実に一層務めるよう要請をいたしました。

以上が歳入歳出決算についての審査意見であります。

なお、５ページから９４ページにかけては第３章決算の概要として個別の内容を述べて

おりますが、説明は割愛させていただきます。
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次に、９５ページをお開きください。平成２６年度の基金運用状況についての審査意見

であります。

まず、第１章審査の概要ですが、第１審査の対象は大分県土地開発基金など３基金であ

ります。

第２審査の方法は、基金運用状況書の計数は正確で、関係証書類と合致しているかなど、

こちらに記載の３点に重点を置いて審査いたしました。

次に、第２章審査の結果及び意見ですが、第１審査の結果は、各基金とも基金運用状況

書の計数は正確で、関係証書類とも合致しており、基金運用は設置目的に沿い、正規の手

続によって執行されていることが認められました。

次に、第２審査意見といたしましては、各基金とも、それぞれの設置目的に沿って有効

な活用に引き続き努力されるよう要請をいたしました。

次に、９７ページをお開きください。平成２６年度大分県健全化判断比率についての審

査意見であります。

まず、第１章審査の概要ですが、審査に付された健全化判断比率及びその算定の基礎と

なる事項を記載した書類について、健全化判断比率の算定が法令等の趣旨に沿って適切に

行われているかなど、記載の２点を主眼として関係書類と調査照合し、関係部局から説明

を求めるなど慎重に審査をいたしました。

次に、第２章審査の結果及び意見でありますが、第１審査の結果にありますように、審

査に付された健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも

適正に作成されているものと認められました。

次に、第２審査意見としましては、実質赤字比率及び連結実質赤字比率は赤字が生じて

いないことから算定されなかったこと及び実質公債費比率と将来負担比率は早期健全化基

準未満であったことから、特に是正改善を要する事項は認められませんでした。

最後に９８ページをお開きください。平成２６年度資金不足比率についての審査意見で

あります。

まず、第１章審査の概要ですが、第１審査の概要にありますように審査に付された資金

不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類について、資金不足比率の算定が

法令等の趣旨に沿って適切に行われているかなど、記載の２点を主眼に、慎重に審査をい

たしました。

次に、第２章審査の結果及び意見ですが、第１審査の結果にありますように審査に付さ

れた大分県病院事業会計など、記載の６会計につきまして、資金不足比率及びその算定の

基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められました。

次に、第２審査意見としましては、いずれの会計も資金不足比率は算定されず、特に是

正改善を要する事項は認められませんでした。

以上で、平成２６年度大分県歳入歳出決算等の審査の結果についての説明を終わります。

吉岡副委員長 以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。

執行部の皆さんに申し上げます。答弁は挙手し、私から指名を受けた後、自席で起立の

上、マイクを使用し、簡潔・明瞭に答弁をお願いいたします。

今回、事前通告はありませんが、事前通告されていない委員で質疑はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕
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吉岡副委員長 ないようでございます。

それでは、委員外議員でございませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

吉岡副委員長 特に質疑はないようでありますので、これをもって決算の概要及び決算審

査等の結果の審査を終わります。

なお、監査委員は、これで退席となります。

お疲れさまでした。

〔監査委員退室〕

吉岡副委員長 これより、会計管理局関係の審査に入ります。執行部の説明は、要請した

時間の範囲内となるよう要点を簡潔、明瞭にお願いします。

それでは、会計管理局長の説明を求めます。

阿部会計管理局長 それでは、会計管理局の平成２６年度決算についてご説明いたします。

お手元の一般会計及び特別会計決算事業別説明書の２７５ページをお開きください。

歳出決算の総括表でございますが、上の表の一般会計につきましては、予算現額の合計

欄９億２，５８３万４，４００円に対しまして、支出済額は９億１，３２８万４，５９３

円、不用額は１，２５４万９，８０７円となっております。

次に、その下の用品調達特別会計ですが、予算現額の合計欄２２億６,４６５万５千円

に対しまして、支出済額は２１億３，９１５万７，０８４円、不用額は１億２，５４９万

７，９１６円となっております。

次に、２７７ページをお願いいたします。まず、会計課及び審査・指導室分についてで

す。

第２款第１項第１目一般管理費の決算額は２億３，５２５万９，５０２円でありまして、

職員２９人分の給与費でございます。

次に、第６目会計管理費は、会計事務の指導等に係る経費であり、決算額２，０１３万

１，１８１円でございます。

次に、２７８ページを願いいたします。用度管財課分ですが、 第１目一般管理費の決

算額は３億３，５８７万１，１９２円でありまして、職員４４人分の給与費でございます。

次に、第６目会計管理費は、集中管理車の維持管理などに要した経費であり、決算額４，

０２９万７，６３３円でございます。

次に、２７９ページをごらんください。第７目財産管理費は、県庁舎本館及び新館の維

持管理などに要した経費であり、決算額２億４，５３７万１，１０３円でございます。

次に、２８０ページをお願いいたします。第８目県庁舎別館及振興局費は、県庁舎別館

等の維持管理に要した経費であり、決算額３，６３５万３，９８２円でございます。

以上が一般会計分でございまして、次に、用品調達特別会計でございます。この特別会

計は、県の機関で使用します文具などの消耗品や備品、印刷物といったいわゆる用品の調

達事務を一元化し効率的に行うために設けている特会でございます。

まず、第１目用品総務費の決算額は２６５万５千円でありまして、これは前年度の決算

剰余金を一般会計へ繰り出したものでございます。
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次に、２８１ページをお願いいたします。第２目用品費の決算額は２１億３，６５０万

２，０８４円でありまして、各所属からの要求に基づく用品の購入に要した経費でござい

ます。

次に、別冊の決算附属調書の１５ページをお開き願います。

不用額の主なものですが、１番左の科目欄の総務費の総務管理費のうち中ほどにありま

す会計管理費４４３万６，１８６円は、先ほど決算事業別説明書で説明しました会計課及

び用度管財課の事務経費の不用額でありまして、経費の節減等によるものでございます。

次に、５４ページをお願いします。１番下にあります用品調達特別会計の用品費１億２，

５４９万７，９１６円は、各所属からの用品調達要求が見込みを下回ったことにより不用

となったものであります。

続きまして、今回の審査事項にあります「平成２６年度行政監査、包括外部監査結果の

概要」につきましてご説明申し上げます。

お手元の資料の平成２６年度行政監査、包括外部監査結果の概要でございますが、会計

管理局は昨年度の行政監査の対象となっておりませんので、資料の２ページをお開き願い

ます。包括外部監査結果の概要でございます。

平成２６年度の監査では、委託契約に係る財務事務の執行についてをテーマとして、４

番の監査の着眼点にありますように、県全体や所属各部局における委託契約管理が適正に

行われているか等の視点で、５０件の監査結果及び１４７件の意見を全体でいただいてい

ます。

会計管理局のうち、主なものですが、３ページをごらんください。

１番の外部監査の結果のうち、（１）大分県全庁における全般的な委託契約事務に関す

る状況の第２章随意契約の随意契約公表制度の不遵守についてです。随意契約公表制度の

周知不足により、全庁的に公表率が低く、制度の趣旨が達成されていないことから、県の

契約事務に対する県民の信頼確保のため、随意契約執行指針の遵守を徹底する必要がある

とのご意見をいただきました。

次に、１０ページをお願いいたします。外部監査の意見のうち、第１章の２段目のある

べき会計事務の実践に必要な意識レベルの向上についてですが、原契約の担当部署は、主

体的・自立的な会計上のコンプライアンスの実践が重要なことから、全職員に会計事務処

理上のコンプライアンス意識の浸透を図ることが望まれるというご意見をいただきました。

同じく１０ページの１番下の大幅な仕様変更の事務手続のあり方の検討についてですが、

仕様の大幅な変更を検討する場合において、変更契約によるのか、新たな別契約とすべき

かどうかを明確に区別するための客観的な基準を整備することが望ましいとのご意見をい

ただきました。

最後に、１１ページです。１番上の再委託手続きのあり方の検討についてですが、再委

託の可否の判断を合理的かつ客観的に行うための基準を整備することが望ましいとのご意

見をいただきました。

以上で会計管理局の決算及び包括外部監査の結果等についての説明を終わらせていただ

きます。

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

吉岡副委員長 以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。
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今回、事前通告はありませんが、事前通告されていない委員で質疑はありませんか。

堤委員 事業別説明書の中の清掃等の委託料がありますね。２７９ページの県庁舎管理費。

県庁舎本館及び新館の維持管理の清掃等委託料が６，５００万円になってますね。あと別

館の方が６２０万円で大手町駐車場が９２０万円。この清掃委託料の差は、平米数か何か

でしているんですか。

それとこれ、一般競争入札に出しているのかどうかということと、実際に清掃されてい

る方が、掃除をする日数が減ってきたと言うんですね。それで自分の収入が減ってくるか

ら困るという意見も聞くんですが、そのことについて県に話は来ていますか。

森﨑用度管財課長 財産管理費の中の県庁舎管理費の中にあります清掃等の委託料につき

ましては、本館・新館における清掃等の委託料になります。

それから県庁舎別館及振興局費の中の清掃等委託料につきましては、これは別館の清掃

等委託料が中心になります。これは平米数がかなり違いますので、そこで差が出ておりま

す。

それと一般競争入札の関係ですが、清掃の関係は本館も新館も別館もＷＴＯ関係になり

ますので、全て一般競争入札になります。

それと入札について、県としては適正な価格を組んで入札をしておりますので、今のと

ころ適正に履行されていると思っております。

羽野委員 説明にはなかったんですが１点だけ。決算に関する調書の８５ページに財産管

理費がありますが、これは２，９００万円強の減額補正がある中で、予備費から２８４万

円強と言うことで支出されています。

支出の状況を見ると、恐らく報償費８節か次のページの２２節補償補填及賠償金の分だ

と思いますが、これから推計すると恐らく何らかの損害賠償に伴って専決処分で支出され

たのではないかと推察されますが、この損害賠償に至った具体的な内容をお聞かせ願いた

いと思います。

森﨑用度管財課長 和解に至った具体的な内容についてご説明いたします。

県では、県庁舎本館・新館・別館及びその敷地内の警備業務と外来駐車場の整理業務を

平成１２年度から民間業者に委託しており、近年は３年間の長期継続契約を締結しており

ます。

平成２５年９月６日に実施したこの警備業務等の委託の入札手続におきまして、大分総

合警備管理株式会社が提出した入札書に代表者氏名の記載がなかったということから、大

分県契約事務規則等に基づきまして、この入札を無効といたしました。が、これを不服と

いたしまして、平成２５年１０月１１日、同社から大分地方裁判所に訴訟が提起されまし

た。

原告の請求は、最低入札価格で応札した原告を落札者とするという決定をして契約を締

結し、また、契約承諾までの間、月６万４，９５７円を支払えという内容でありました。

県といたしましては、入札公告等で代表者氏名を書くように記載しているということを

主張して争いまして、口頭弁論等を経て結審しましたが、その後、裁判所のほうから和解

勧告がなされまして、こちらとしても内容を十分に検討した結果、これを受け入れること

になりまして、議決を受ける時間がありませんでしたので、専決処分を行いまして、平成

２６年１２月２５日に和解に応じたところであります。和解条項で示された解決金及び弁
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護士費用については、予備費を充当して支払っております。

なお、専決については、３月議会で報告して、承認されております。

以上です。

土居委員 事業別説明書の２８０ページです。県庁舎別館の管理費があります。これ平成

２５年度の当初予算と比べて１千万円くらい落ちているんですが、どこをどのようにした

のか教えていただければと思います。

森﨑用度管財課長 昨年度の決算と比べますと、大きいのが清掃等の委託料の減がござい

ます。それから市町村会館の管理費の負担金が７５２万円ほど減になっております。これ

は市町村会館の改修工事がありまして、その負担金があったんですが、その負担金がなく

なり、その分が減になっております。

それから光熱水費ですが、これは節電によるものでございます。

清掃等の委託料については、委託料の減ということでございます。

吉岡副委員長 ほかに委員の皆さんよろしいですか。

〔「なし」と言う者あり〕

吉岡副委員長 それでは、委員外議員で質疑はございませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

吉岡副委員長 別にご質疑もないようですので、これをもって会計管理局関係の審査を終

わります。

執行部はお疲れさまでした。

これより内部協議に入りますので、委員の方はお残りください。

〔会計管理局、委員外議員退室〕

吉岡副委員長 これより、決算審査報告について内部協議に入ります。

先ほどの決算の概要、決算審査等の結果及び会計管理局の審査における質疑を踏まえ、

指摘事項や来年度予算へ反映させるべき意見・要望事項等の取りまとめについて、協議い

たします。

ご意見、ご要望等がありましたらお願いします。

〔「なし」と言う者あり〕

吉岡副委員長 特にないようであります。それでは、審査報告の取りまとめについては、

本日の審査における質疑を踏まえまして、委員長に一任願います。

以上で決算の概要、決算審査等の結果及び会計管理局関係の審査報告書の検討を終わり

ます。

これをもちまして、本日の審査日程は終わりましたが、この際、ほかに何かありません

か。

〔「なし」と言う者あり〕

吉岡副委員長 それでは次回の委員会は、１９日、月曜日の午前１０時から開きます。

以上をもって、本日の委員会を終わります。

お疲れさまでございました。


